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島根県原子力安全顧問会議（関西地区） 

                日 時  平成２７年３月１２日（木） 

                     ９：３０～１２：３０ 

                場 所  ホテルグランヴィア京都 ５階 古今の間 

 

○伊藤ＧＬ おはようございます。若干定刻よりは早いですけども、皆さんおそろいでご

ざいますので、島根県原子力安全顧問会議を開催させていただきたいと思います。 

 開会に当たりまして、島根県の防災部、大國部長から御挨拶申し上げます。 

○大國部長 先生方、おはようございます。 

 この会議は、島根原子力発電所の状況、あるいは私どもが講じております防災対策につ

いて顧問の先生方に御説明申し上げて、いろいろとアドバイス、御意見をいただくという

ことで、年何回か開催させていただいております。前回は昨年の１１月に開催させていた

だきましたけども、それ以降、国の審査の状況も１６回程度重ねておりますし、また、私

どもも防災対策も新たなことを講じたというようなこともございますので、本日、大変お

忙しいところ、お集まりいただきましたこの機会に御説明を差し上げまして、またいろい

ろとアドバイスいただきたいと思います。ひとつよろしくお願いいたします。 

○伊藤ＧＬ では、これから会を始めていきたいと思っておりますけども、その前に、今

回の進め方のほうを御案内させていただきます。 

 今日は、次第にもございますが、２つほど議題を準備しております。前回１１月の顧問

会議以降に開催された審査会合の状況、これは中国電力さんのほうから御説明になります

が、そちらのほうの議題と県から防災対策の取り組み状況といった２題準備しております。 

 最初に、最初の中国電力さんから審査会合の状況説明の後、御質疑をいただきまして、

それが終わりましたら、次の議題に行かせていただくという格好で進めさせていただきた

いと思っております。あと、資料のほうでございますが、かなり大部のものを準備してお

ります。御説明はＡ４横になっておりますカラー刷りの資料を中心に、横になっている山

積の資料を適宜参照していただくような格好になろうかと思います。県のほうはレジュメ

的なものを準備しております。よろしくお願いします。 

 では、早速、議事を進めさせていただきたいと思います。では、最初の議題につきまし

ては、中国電力さんからよろしくお願いいたします。 

○長谷川副本部長 おはようございます。中国電力の長谷川でございます。今日はこのよ
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うな説明の機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。また、お二人の先

生におかれましては、先週、発電所のほうの視察においでいただきまして、重ねてお礼を

申し上げます。 

 先ほど大國部長からお話がございました。前回のこの説明会、１１月の上旬でございま

した。それから、少し私どもの審査のピッチが上がりまして、最至近では３月６日まで３

６回トータルで審査を受けております。平均週１回ペースでございますけれども、多いと

きには週３回、プラント系が２回、そして地質系が１回というような、かなりハードなス

ケジュールで進んでいるところでございます。 

 先ほど、伊藤さんのほうから御説明ございました。今日の御説明資料の一番上に、こう

いったいつもお配りしております審査状況がございます。表の２分の１が地震、津波、そ

して裏面がプラント関係ということになっておりますけれども、かなりプラントのほう含

めまして着手済みという状態が増えてはおりますけれども、審査そのものは非常に厳しい

ものが続いておりまして、まだまだ先が見通せない状況でございます。そうはいいまして

も、昨年の暮れにはプラント系の現地調査、そして、今年、明けて２月には地質の現地調

査も既に受けているという状況でございますので、引き続き先生方の御指導を賜りながら、

前に進めていければと思っております。 

 それとは別に、前回のこの説明会で御説明いたしました特定重大事故等対処施設、こち

らも、まずは敷地の造成の準備が整いましたので、４月ごろから３号の南側のほうの敷地

を大規模な造成工事でございますけれども、始めてまいりたいと思っております。またも

う一つ、地下水の対策工事も御説明いたしました。福島は残念ながら、まだなかなか厳し

い状況が続いておりますけれども、ああいったリスクを少しでも低減すべく、こちらにつ

きましても自治体の御理解をいただきながら、近々に工事に入るという予定でございます。 

 これから、今日は説明の内容も多岐にわたりますので、担当者も大勢来ております。 

しっかり御説明いたしますので、御指摘、御指導のほどをよろしくお願いしたいと思

います。 

 では、冒頭、大田のほうから一言申し上げます。 

○大田専任部長 おはようございます。中国電力の大田と申します。 

 それでは、これから説明に入らせていただく前に、資料について若干の御説明をさせて

いただきます。座って御説明させていただきます。 

 資料のリストを１枚配付させていただいております。説明資料一覧ということで、審査
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状況の説明資料が①から⑫、あと参考というのがございます。こちらのほうが手前のほう

に配付させていただいていますけども、左肩の上のほうに丸の数字が入っているものとリ

ンクしておりますので、今日はこちらのほうで説明させていただきます。もう一つ、大き

い山ですけども、こちらのほうは審査会合で実際に配付させていただいている資料そのも

のでございます。また、①番から⑫番のうちの②番と⑪番の資料は審査会合で実際に使っ

た資料で御説明させていただきますので、このリストの中で一番上に線が引いてあるアク

セスルート、それから次の地下構造評価に関するコメント回答、これはアクセスルートが

②番、地下構造評価⑪番の資料となっておりますので、手前のほうに入っております。大

きい山のほうには入っていません。というところで、手前の山の小さいほうで進めさせて

いただきますけれども、必要がありましたら、審査会合のほうで説明させていただきます。 

 それでは、よろしければ、この①のほうから順に従って説明を開始させていただこうと

思いますが、よろしいですか。 

○小川副所長 島根原子力発電所の小川でございます。私からは資料①から④まで御説明

させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、資料１をご覧ください。重大事故等対策の有効性評価について御説明いたします。 

 ２ページ目でございます。今回、御説明するのは炉心損傷防止対策として２．６と７、

それから万一、安全機能の喪失が加わりまして、炉心損傷を起こすような重大事故に至っ

た場合でも、今度は格納容器を守れるかということを評価した資料、これが３．２から３．

６まででございます。これについて説明いたします。 

 まず、３ページ目、２．６、ＬＯＣＡ時注水機能喪失でございます。このシナリオにつ

きましては、まず、ＬＯＣＡが発生、それからその後、いわゆるＥＣＣＳ系、高圧注水か

低圧注水、またＲＣＩＣが全部使用できないという場合に、このままですと当然、炉心が

露出し、炉心損傷が起きますけれど、それが今回造ったＳＡ設備で対処できるかというこ

とを確認したものでございます。 

 ２ポツ目でございます。本シーケンスにおきましては、まず、ＥＣＣＳ系がだめになり

使えませんので、手動で安全弁を開けて原子炉を減圧させて、そして今回、ＳＡで付けま

した低圧原子炉代替注水系によって注水して、どうなるかということを評価したものでご

ざいます。評価結果ですけども、燃料被覆管温度が１，２００度の基準に対して８０５度

ということ。また、酸化量１％以下ということで炉心損傷は防止できるという評価となっ

ております。 
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 具体的には４ページをご覧ください。４ページ目が基本の概要でございます。まず、Ｌ

ＯＣＡが起きます。その後、原子炉建物の図ですけれど、ＲＣＩＣあるいはＥＣＣＳ系が

全部使えないという状況を想定いたします。この状況で、ＳＡ設備で設置したガスタービ

ン発電機、それから電源を受ける低圧代替注水ポンプによって注水してどうなるかという

のを評価したものでございます。 

 ６ページ目をご覧ください。６ページ目にその解析結果を載せております。右側の水位

の図でございます。事象発生以後、ＬＯＣＡも起き、注水ができないということで、どん

どん水位が下がってまいります。約３０分のところで水位が燃料域まで到達いたします。

今回、解析では、３０分で新しく付けたＳＡの低圧代替注水系のポンプが回って注水する

ということで評価をしております。 

 なお、実際には、このＳＡのガスタービン発電機あるいはポンプは、中央制御室で遠隔

で操作できますので、５分から１０分あれば起動し注水ができるというふうに考えており

ますが、実際には中央制御室や現場で確認してから起動しますので、余裕を見て３０分で

注水した状況を記載しております。徐々に水位は回復し、約４０分あるいは５０分経過後

には水位は安定しているという状況でございます。 

 この状況で解析した結果が９ページでございます。燃料被覆管の温度の推移ということ

で記載しております。約３０分までは水がありますから、通常の温度変化なしと、それか

ら一旦燃料域まで水位が下がりますので、その結果、炉心が露出して被覆管の温度は上昇

してまいります。ただし、３０分経過から低圧注水系で水を入れておりますので、水位の

回復に伴って、被覆管の温度は８０５度で抑えられるということで炉心損傷には至らない

と解析をしております。 

 続きまして、次のシナリオでございます。２．７でございます。説明は割愛いたします

が、１５ページ以降でございます。有効性評価のもう一つの条件としましては、７日間は、

燃料あるいは水を外部からの支援なしで確保できるかという要求もございますので、それ

についての確認結果を１５、１６、１７、１８ページに記載しております。いずれも１週

間以上、確保しているということで評価をしております。 

 ２．７の１９ページでございます。格納容器バイパスでございます。これは原子炉の周

りは高圧、原子炉から離れると状況によって低圧系の設計になっておりますが、誤操作等

で高圧の原子炉側から逆流して低圧系のほうに圧力がかかって、破損した場合どうなるか

ということを評価したものでございます。 
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 ２０ページをご覧ください。ＲＨＲ系、残留熱除去系がございます。２０ページの真ん

中の図で、原子炉のところ左側に太い矢印が出ていますが、ここまでは通常炉圧がかかっ

ております。ここに、１つ逆止弁がございます。それから、逆止弁の次に電動弁がござい

ます。事故等が起こった場合には、その残留熱除去系を起動して炉に注入するということ

でございます。当然、運転中には炉圧がかかっておりますが、逆止弁で止まっております。

何らかの理由でこの逆止弁がリークしたということを想定すると炉圧が電動弁までかかっ

ています。この状況で定期試験あるいは誤開放をして、この電動弁を開けてしまったとい

うことを想定いたします。そうすると、炉圧が逆流して、低圧設計の残留熱除去系の部分

まで行きますので、そこで漏えいが起きた場合ということを評価しております。 

 評価の結果、配管等の破断は起きないということは確認できております。したがって、

例えば残留熱除去系のフランジや計器の接続部分から全部抜けたという状況で評価をして

おります。この場合には、放置しておきますと、高圧の部分でどんどん蒸気が出てまいり

ますので、まず、減圧をして圧力を下げて、漏えい量を下げ、その後、ＥＣＣＳ系が起動

しますので注水して、どうなるかということを評価しております。 

 ２２ページの右側、これも水位の図でございます。この事象が起きて、水位が下がって

スクラムをいたしますけども、給水系も使用できないと想定しております。ですから、一

旦水位が下がってまいりますけれど、高圧炉心スプレイ系が起動しますので、そこで水位

は回復するということでございます。逃がし安全弁で３０分後に手動減圧することによっ

て漏えい量自体が下がりますので、ＨＰＣＳで水位は回復できるという評価結果となって

おります。 

 ２５ページ目は燃料被覆管の温度でございます。先ほどの図のとおり、水位は一旦下が

りますけれど、燃料領域までは到達しませんので、燃料は冠水したままということでござ

います。この場合は、炉心損傷は起こらないということを確認しております。 

 続きまして、３０ページをご覧ください。ここからは重大事故ということで、先ほどの

ＥＣＣＳや、ＳＡ設備が起動すれば基本的に炉心損傷は起きないということは確認できて

おりますが、万一、そのＳＡ設備である注水ポンプも動かないという場合を仮定しており

ます。この場合には炉心損傷は食い止めることはできませんが、次の格納容器を守るとい

うことで、事故の被害を極力小さくするということを評価するものでございます。 

 ３１ページ目でございます。想定としましては、先ほどと同じで、ＥＣＣＳ系等は使え

ないということですが、低圧原子炉代替注水ポンプも動かなかったという仮定をしまして、
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原子炉に全く水が入らないという状況を想定いたします。この場合には炉心損傷は起きま

すが、今度は格納容器を守るということで、輪谷貯水槽から大量送水車を使って、原子炉

の下のペデスタルというところ、格納容器の中でございますが、このペデスタルのところ

に注水していくことによって、圧力容器が破損して燃料のデブリがここに落ちてきても、

水の中に落ちるということで、格納容器のダメージを少なくして格納容器を守るというこ

とを確認するものでございます。 

 ３２ページでございます。言い忘れていましたが、圧力が高い状況で圧力容器が破損し

ますと、大量のデブリ等が格納容器に落ちてまいります。ですから、まずは減圧して、圧

力容器が破損する前に減圧するということが、重要な条件となります。その結果、まずは

減圧して、さらに圧力容器が破損する前にペデスタルに水を張った状況で格納容器を守る

というマネジメントを評価しております。 

 ３３ページでございます。約１時間後に、水位は下がってまいります。水位が下がって

きたところで、このまま高圧の状態を維持することはできませんので、安全弁をあけて圧

力を下げます。左側が圧力のグラフでございます。実際の圧力容器の破損は５時間半後で

ございますが、これによって５時間半後までには圧力は下げることができますし、それま

でにペデスタルに水を張ることもできます。その状況で格納容器の健全性を守ることがで

きるということを確認しております。 

 それから、３．３でございます。これも先ほどとシナリオとしては同じでございますが、

まず、破損する前に圧力容器の圧力を下げることによって格納容器のダメージを避けると

いうことにしております。先ほど格納容器に水を張るとご説明しましたが、もう一つ確認

すべきことは、水を張ったときに、上から高温のデブリが落ちてまいりますが、それによ

って水蒸気爆発が起きないかということです。 

 これにつきましては、３７ページの２ポツ目のとこに「ペデスタルに外乱が加わる要素

は考えにくく」と書いてございますが、これは文献等による調査をしております。したが

って、実機においてそのような状況でも水蒸気爆発に至る可能性は極めて小さいというこ

とで確認をしております。 

 続きまして、３．４は少しシナリオが変わりますので、この後、御説明いたします。 

 ４９ページ、３．５でございます。次は格納容器直接接触ということで、圧力容器が破

損してデブリが格納容器内に落ちてまいります。それが直接、格納容器に当たると格納容

器が損傷するという可能性もございますので、そこを評価しております。５０ページをご
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覧ください。島根２号はＢＷＲのＭａｒｋ－Ⅰ改良型ということでございます。Ｍａｒｋ

－Ⅰ改良型は、炉の下がこのような形状になっております。ですから、まず一旦、デブリ

は圧力容器の下部のペデスタルに落ちますが、ペデスタルの開口部は４メートル上のとこ

ろになっております。ですから、ここまでデブリが超えれば、そこから漏れて、格納容器

に直接アタックすることが考えられますが、炉心の燃料を評価した結果、全部溶けたとし

てもペデスタルの１メートル分にしか到達しないということで、４メートルに対して十分

な余裕がありますので、直接格納容器に接触することはないということを確認しておりま

す。 

 次に、５１ページでございます。もう一つの確認は、先ほどこのペデスタルの床に１メ

ートル溜まると言いましたけれども、このコンクリート壁を侵食していかないか、侵食し

てくると格納容器の破損につながるということでございます。これについては５１ページ

に書いてございますが、ペデスタルには水を張っております。その関係で温度は下がって

まいりますので、評価した結果、底面で１２センチ、壁面でも１０センチ程度の侵食で止

まると評価しておりますので、格納容器の健全性は維持できると評価しております。 

 それから、先ほど飛ばしました３．４、水素燃焼でございます。３．１のシナリオで、

炉心損傷が起きて格納容器の圧力が上がっていくと、最終的には２Ｐｄ、設計圧力の２倍

でベントをするという状況になりますが、このときに格納容器の中に水素が発生しますの

で、それが爆発することがないかということを評価したものでございます。 

 評価結果を４８ページに記載しております。これがサプレッション・チェンバの気相の

濃度でございます。初期時点から、サプレッション・チェンバの中のガス、あるいは水蒸

気の濃度変化を書いたものでございます。水素濃度は一番左の上のところに書いてござい

ますが、炉心損傷が起きたら、水ジルコニウム反応で水素が発生します。このグラフでも

１６、７％まで上がっております。水素の爆発限度は超えますが、ＢＷＲは御承知のとお

り格納容器内を窒素で置換をしておりまして、基本的に最初は酸素がない状況でございま

す。そうすると、酸素は水の放射線分解でしか出てまいりません。それを評価した結果、

酸素許容濃度は、５％を超えることはないということを確認しております。このことから

水素による爆発は起きないということで評価をしております。以上が有効性評価の御説明

でございます。 

 続きまして、資料②の保管場所、アクセスルートをご覧ください。これは各保管場所あ

るいはアクセスルートについて評価をしたものでございます。 
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 １０ページをご覧ください。可搬型設備の保管場所がございますが、緑のところに５カ

所ございます。島根原子力発電所構内の地形でございますが、まず、青でハッチングした

ところは海抜８．５メートルのレベルでございます。このエリアは、３号機も含めて海抜

１５メートルの防波壁を造っておりますので、基本的に１５メートルまでは浸水しないと

いうとこでございます。それから、真ん中の１、２号があるところは、海抜１５メートル

のエリアでございます。それから、免震重要棟があるところでございますが、５０メート

ルのエリア、ピンク色で塗った部分でございます。それから南側、紫色で塗っている部分、

これは４４メートルのエリアでございます。このようなところに５カ所保管場所をつくっ

ておりますので、先ほど言いました津波に対しては、高台、あるいは防波壁で守っており

ます。 

 そういうことを踏まえまして、主に地震に関して、この場所がアクセスルートも含めて

健全かどうか、いざというときに、復旧も含めて対処できるかということを確認しており

ます。 

 具体的に確認した結果が、例えば２１ページ目をご覧ください。２－２の表がございま

す。１から５まで保管エリアが書いてございまして、評価項目としては縦軸のほう、①が

建物の倒壊、あとタンクの倒壊とか周辺斜面の崩壊に対して、この保管エリアが大丈夫か

ということを評価しております。具体的な評価結果が２２ページ以降に載っております。

まず、保管エリアの周りの建物等を全部洗い出し、それぞれについて耐震性はあるか、倒

れたときに対処できるかということを評価したものが、例えば２４ページのところに書い

てございます。一番上のところにはＳｓにより倒壊しないことを確認したというふうに書

いてございますが、基本的には問題ないことを確認しておりますが、２４ページ、表の下

から２番目の段落のところ、輪谷貯水槽自体は基準地震動Ｓｓで倒壊しないと確認してお

りますが、中の水のスロッシング、例えば満水の状況で地震が起きますと、貯水槽自体は

壊れませんが、その震動で水が溢れ、そのエリアに置いてある資器材に影響を及ぼす可能

性がありますので、このスロッシングに対して浸水防護対策を実施することにより影響を

及ぼさないようにする対策について検討を進めているところでございます。ですから、幾

つかそういう直すところもピックアップされていますので、それについては、対策が決ま

ったときに御説明をさせていただきます。 

 続きまして、屋内のほうもチェックをしております。ページが飛びますが、７０ページ

をご覧ください。アクセスルート、屋内にもさまざまなものがございますので、例えば転
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倒防止等の対策、これは今でも実施しておりますが、これに加えまして、例えばピン、金

具等の耐震性等を定量的に評価して、地震が起きてもアクセスルート中に障害物が発生し

ないということを確認することとしております。 

 次に、７２ページでございます。具体的に一つの例でございますが、先ほどいろいろと

有効性評価でシーケンスを御説明しましたが、現場のどこを行くかということを、全てピ

ックアップをしております。それぞれの操作に関して、全ての通路を現場で歩いて、地震

などがあったときにも、通れなくなることはないかという観点でチェックをして必要なと

ころは対応を行うということをしております。 

 続きまして、資料③を御説明させていただきます。格納容器の限界温度・圧力でござい

ます。 

 ２ページでございます。格納容器の破損防止につきましては、格納容器温度２００度あ

るいは圧力２Ｐｄということですが、炉心損傷が起きた後、ベントをする場合には避難時

間の確保や、できるだけ放射性物質を減衰させるために２Ｐｄまで待ってベントをするよ

うにしております。ここでは、本当に２００度あるいは設計圧力の２倍という２Ｐｄで対

応できるかということを評価しております。３ページ目が評価の箇所、それから４ページ

目に評価内容を記載しております。 

 評価の結果でございますが、６ページ、これは抜粋でしか書いてございませんが、基本

的には先ほど示した場所について２００度、２Ｐｄで構造健全性あるいはシール部が維持

できるということを確認しております。ただ、先日の規制委員会で、特にシール部につい

てですが、「例えば１週間以上たった場合に、劣化はあるのではないか、そういう１週間

以上たったところでも健全性が保てるということを示すように」との御指示が出ておりま

すので、それについてはこれからまた御説明することとしております。 

 私からは最後ですが、④の火災防護でございます。３ページをご覧ください。基本的に

は火災の発生防止、それから感知、消火、影響評価でございます。 

 発生防止については不燃性の材料ということで、よく話題になるのはケーブルでござい

ますが、島根２号につきましては基本的に難燃性ケーブルを使用しております。 

 それから、感知、消火ということで消火設備あるいは火災報知機を付けることになりま

す。これは今でも、消防法の要求で付けておりますが、今回の要求では、火災感知につき

ましては２種類の感知ということで、基本的には煙感知と熱感知の２種類を必要な箇所に

は付けるというような対策をしております。 
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 次に、火災の影響評価でございますが、これはある１カ所が燃えたとします。仮に、貫

通部等があれば、隣も延焼したと仮定します。その場合でも最終的に残った設備で原子炉

が安全に停止できるということを確認しております。また、確認できないところは、貫通

部にシール等をして、必要な設備が必ず火災の影響を受けずに残ることを確認しておりま

す。 

 ６、７ページのところは具体的な機器を抽出しております。高温停止あるいは低温停止

に必要な機器ということで６ページは系統で７ページは具体的な機器を選び出します。そ

の上で８ページですが、島根の場合は火災区域をいろいろ分離しております。安全系につ

きまして区分ⅡいわゆるＢ系というものを全部囲うことによって、どこが燃えてもⅡ系も

しくはⅠ系、Ⅲ系のどちらかが残って安全に停止できるようにしております。 

 １０ページには具体的な停止パスが書いてございまして、４種類ございます。このうち

どれか１つでも残れば、安全に停止できるということですので、これに関して、全部の火

災区域を調査しまして、１０ページの４パスのうちの１つが必ず残るということを確認し

ております。仮に、残らないようであれば、ラッピングなどにより必要な機器を守るとい

うような対策をしております。火災防護は以上でございます。 

○西村ＭＧ 続きまして西村でございます。よろしくお願いします。 

 ⑤の緊急時対策所の資料をご覧ください。緊急時対策所については、新規制で新しく追

加された項目でありまして、その内容としては基準地震動による地震力に耐える。基準津

波の影響を受けないこと。それから、重大事故時に対処するために必要な情報を把握でき

ること。通信設備を持つこと。それから、中央制御室と共通要因によって同時に機能を喪

失しないということ。代替電源を持ちなさいということ。それから、緊急時対応を行う７

日間においても１００ミリシーベルト以下の被ばく量に抑えること。モニタリング区画を

設けて汚染が内部に入らないようにするということの要求が示されております。これにつ

いて説明していきます。 

 まず、２ページをご覧ください。配置です。私どもは、この高台に免震重要棟を造りま

したけれども、この免震重要棟を再稼働時には緊急時対策所として使っていくことになっ

ております。この資料では、全て緊急時対策所という名前で記載しております。まず、配

置としては５０メートルの高台の岩盤上に設置をしております。それから、独立性として

は中央制御室との共通要因で機能を喪失しないということで、約４００メートル離れてい

る位置にあり、換気・空調系、それから電源設備は独立したものを持っております。 
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 ３ページをご覧ください。建物としては、免震構造を採用した鉄筋コンクリート製を採

用しております。次ページに配置図が記載されております。地上３階建ての延べ床面積４，

９００㎡です。緊急時対策本部としては２４０㎡のスペースを確保しております。１階に

は放管エリア、それから電気室、３階には通信機械室というふうな配置をしております。 

 ５ページご覧ください。電源設備を記載しております。電源設備は専用のガスタービン

発電機２台を持ちまして、他にも外部電源や高圧発電機車から受電できるような設備、多

様な電源を用意しております。それから、電源構成も二重母線化して故障に強い構成とし

ております。 

 次に、６ページが遮へい設計・被ばく評価についてです。基準の７日間で１００ミリシ

ーベルトに対して、被ばく評価では７日間で５３ミリシーベルトの被ばく量と評価してお

ります。 

 次のページからは換気設備についてです。７ページの換気設備ですけれども、真ん中の

緑の囲まれたエリアが緊急時対策本部となっております。ここを気密化しまして、加圧設

備によって加圧することによって、外からの放射性物質の流入を防止する設計となってお

ります。 

 これについて説明した図が、次の８ページになります。居住性に係る被ばく評価のタイ

ムラインということで、居住性に関する被ばく評価が規制側から示されております。０時

間から２４時間後にプルームが通過します。この際、１０時間連続してプルームが緊急時

対策所の上を通過するという評価をしております。外気は希ガス、ヨウ素その他のガスが

通ります。緊急時対策所の対策本部以外のところはある程度のインリークを想定します。

インリークで入ってくるところは少し薄く示されております。緊急時対策所の対策本部は

加圧エリアですので、この放射性物質は入ってこないという設計でここの被ばく対策を行

っております。 

 ９ページが汚染の持ち込み防止についてです。緊急時対策所の中には専用の放管エリア

を設けておりまして、赤が外から入ってくる人のライン、青が中から外に出る人のライン

を示しております。ヘルメット、靴の交換エリアでヘルメット交換をしますけれども、そ

れ以外はこの動線が交わらないような設計となっております。 

 １０ページが重大事故に対処するために必要な情報を把握できる設備についてです。プ

ラントの情報はＳＰＤＳによって緊急時対策所に転送されます。これについてはケーブル

や無線で伝送の多様化を図っております。それから、その伝送されたデータは国のデータ
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センターのほうに、これも有線系と衛星系を用いて伝送できるような仕組みとなっており

ます。 

 次の１１ページが通信連絡設備についてです。これについては多様な連絡設備を持って

対処するように設計しております。 

 次の１２ページが緊急時対策所に配備する資材等です。３００名が７日間活動できるだ

けのものを緊急時対策所内に備蓄しております。 

 次の１３ページが、緊急時対策所のエリアモニタリング装置です。 

 それから、これに対する要員を次の１４ページから示しております。１４ページは緊急

時対策所で活動するための体制になっております。 

 この人数のタイムラインを次の１５ページに示しております。まず、１５ページをご覧

ください。事故前ですけども、運転員を含む少なくとも３８名が発電所で待機をしており

ます。この３８名が初動体制を組みます。ここから呼び出しを行いまして、対策をする場

合には外からも集まってきまして、全体で少なくとも１０３名で対策ができるように考え

ております。その後、事象が進展しまして、プラントのほうからプルームが出てくるとい

うような事態になってきますと、プルーム通過後の７５名を残して、他の者は発電所外へ

退避します。この７５名で緊急時対策所の本部の中にこもりまして、緊急時対策活動を継

続するという設定になっております。以上が緊急時対策所についての御説明になります。 

 続きまして、誤操作の防止、安全避難通路、安全保護回路についてです。⑥の資料にな

ります。 

 誤操作防止については、安全設備は容易に操作することができるものでなければならな

いという項目が追加されております。ここでは、特に追加した設備はなくて、誤操作防止、

それから操作の容易性の説明をしております。 

 ５ページの表をご覧ください。これは通常の操作、それから設計基準事故時の対応、こ

れらについては中央制御室での操作となります。設計基準事故以外の対応としましては、

中央制御室が占拠された場合は中央制御室外停止制御盤室、それから交流電源喪失した場

合については、その復帰のためにディーゼル発電機室と非常電気室ということで、これら

の場所について操作が発生しますということでの評価をしております。 

 ６ページについては照明、７ページについては換気・空調系について説明をしたもので

す。 

 ８ページが誤操作の防止についてということで、地震やそれ以外、竜巻、それから積雪、
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落雷、外部火災、火山といったような自然現象に起因する事象があったとしても、操作が

続けられるということを説明した文書になっております。例えば火災については、設計基

準の地震では火災は発生しないということ。それから、火災が仮に発生した場合にも、消

火器を使って消火をしますので、消火による溢水はないというような評価をしております。 

 次に、１０ページの安全避難通路についてです。安全避難通路については、設計基準事

故が発生した場合に用いる照明、またその専用電源について新しく項目が追加されており

ます。これについては１１ページのように、主な操作場所を網羅的に抽出しまして、これ

について、この場所にきちんと照明があるということを説明しております。 

 作業照明としては、次の１２ページになりますけれども、直流の照明、それから非常用

交流電源の照明、これについては非常用バッテリーや非常用ディーゼル発電機から供給さ

れる電源。それから、新しく設置しましたのが、その下にある電源内蔵型照明でございま

す。これについては専用のバッテリーがこの中にありまして、８時間以上の照明を照らす

ことができます。 

 次に、１４ページの安全保護回路についてです。安全保護回路については不正アクセス

防止についての項目が追加されております。まず、安全保護回路は原子炉保護系、それか

ら工学的安全施設の動作系になります。島根２号機では、これらの回路については、次の

１５ページになりますけれども、アナログ回路で構成されておりまして、外からのネット

ワークを介した不正アクセス等による被害を受けることはないということを評価しており

ます。以上です。 

○桑田ＭＧ 中国電力の桑田でございます。⑦番から⑩番の資料について御説明させてい

ただきます。 

 まず、⑦番の資料、竜巻影響評価の資料をご覧ください。１ページ、こちらでは竜巻影

響評価の流れを記載しております。左側、上から、まず評価対象施設を抽出、その後に評

価用の竜巻の速度等を決めるためのステップとして竜巻検討地域の設定、基準竜巻を設定、

あと、基準竜巻から敷地の形状等を考慮した設計竜巻の設定を行いまして、それをもとに、

設計竜巻荷重の設定、それを使って施設の構造健全性評価を行いまして、ＯＫなものはそ

れで終了。ＮＧが出れば、対策等を行いまして、元に戻って評価を行って、確認して終了

という流れになっております。今回の御説明は、前半部分のところの御説明になります。 

 次に、２ページ、こちらでは評価対象施設を記載しております。図の１点鎖線の部分、

左から行きますと竜巻防護施設、安全重要度クラス１の施設のうちのその建物等で守られ
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ない施設が１つ。それと、竜巻防護施設、その建物とそれ自身、そして竜巻防護施設に波

及的影響を及ぼしている施設ということで、３つのものが評価対象の施設になります。 

 次、３ページでは、先ほどの１つ目の設備、竜巻防護施設のうち外殻の設備でも守れな

いものを選んでおります。これはどのようなものがあるかといいますと、屋外の施設にあ

るとか、建物の中にあっても外気とつながっている空調設備、もう一つは建物の中にあっ

てもその建物の開口ですとか、そういうところからの影響が無視できない設備、この３つ

の観点から選んでおります。 

 ４ページ目がその抽出した結果でございます。 

 ５ページ、こちらは竜巻防護施設の外殻となる建物としてピックアップしたものでござ

いまして、原子炉建物、制御室建物等を選定しております。 

 次に、６ページ、竜巻防護施設に波及的影響を及ぼしている施設の抽出ですが、フロー

にございますように、まず１つ目が機械的影響、倒壊により竜巻防護施設に損傷を及ぼし

得るかどうか。もう一つは機能的影響、屋外にある竜巻防護施設の附属施設かどうかとい

う観点で選んでおります。 

 選ばれたものを代表的に示しておりますのが７ページ、こちらには配置図と写真を示し

ておりますけれども、この排気筒や建物の中の設備は書き切れておりませんけれども、こ

こにあるような屋外設備が主な評価対象として上げられて評価をしていくということにな

っております。 

 次に、８ページ目から評価に用いる竜巻の風速等の決め方について御説明します。資料

には書いてございませんが、評価に使う基準竜巻の風速等をどうやって決めているかとい

いますと、まず、竜巻検討地域というものを島根原子力発電所と気象条件などが近いとこ

ろを日本の中から選定し、そこで過去に起こった最大の竜巻の風速、これをＶＢ１としま

す。もう一つはその地域でハザード的な評価をして、超過確率が１０のマイナス５乗とな

る風速を出します。これをＶＢ２とします。このＶＢ１とＶＢ２の大きいほうを基準竜巻の

風速としなさいということが規制要求となっております。ただ、規制側としては、ＶＢ１

は竜巻検討地域で過去の最大風速で良いとは言っているのですけれども、原則として、

「竜巻はまだデータに不確実性があるので、日本最大のものを原則として用いなさい、そ

れ以外のものを用いる場合については詳細な分析等をすることが必要だ」ということが規

定されております。 

 それでは、８ページになりますが、こちらは竜巻検討地域を設定するに当たりまして、
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島根原子力発電所と気象条件等が類似の地域を分析しておりまして、左側から台風、真ん

中の温帯低気圧、あと季節風（冬）の日本の竜巻発生状況等を示したものでございます。 

 こういった分析を行いまして、９ページに示しております本州、北海道の日本海側、こ

の赤い着色している部分、こちらを竜巻検討地域と設定しております。 

 １１ページになります。先ほど御説明しました、原則、日本最大の竜巻の風速にしなさ

いということに対しまして、そこまで考えないといけないかどうかということを当社で検

討したものでございまして、ＳＲｅＨですとか、ＣＡＰＥと呼んでいますけれど、こうい

う突風関連指数と降水量などの分析結果から、１１ページの一番下に示しておりますよう

に、島根原子力発電所周辺地域においてはＦ３規模以上の竜巻は発生し難いものと当社と

しては考えました。 

 １２ページをご覧ください。結局、ＶＢ１はどうしたのかということを書いるのですけ

れども、この竜巻検討地域のデータからいきますと、表の右から２番目の列に示しており

ますように、Ｆ２、最大風速６９ｍ／Ｓのものが最大となっております。しかしながら、

規制庁のガイドにも書いてありますとおり、その不確実性と、先行プラントの審査状況も

いろいろ勘案しまして、当社としてはＦ２、６９ｍ／Ｓのものにワンランク余裕を見るこ

とを考えまして、９２ｍ／ＳというのをＶＢ１と設定しております。 

 １３ページ、こちらはＶＢ２の話でございまして、ハザード曲線から竜巻の最大風速を

求める際に使ったデータを示しております。 

 １５ページをご覧ください。こちらがハザード曲線による最大風速を計算した結果です

けれども、グラフに示しておりますように、年超過確率１０のマイナス５乗のところは６

２ｍ／Ｓとなっております。 

 １６ページをご覧ください。ＶＢ１が９２ｍ／Ｓ、ＶＢ２が６２ｍ／Ｓであったことから、

基準竜巻の最大風速は９２ｍ／Ｓとしております。この基準竜巻の最大風速をもとに発電

所の地形の形状等を考慮して設定するのですけれども、地形効果による増幅は考えられな

いというふうに当社としては検討しまして、設計竜巻の最大風速は９２ｍ／Ｓとしており

ます。 

 実際、これから設備の評価をしていくことになりますけれども、評価に当たりましては、

これに若干の余裕を見まして１００ｍ／Ｓで行うこととしております。竜巻の説明は以上

になります。 

 次に、⑧番の資料をご覧ください。こちらは原子炉冷却材圧力バウンダリの資料になり
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ます。この冷却材圧力バウンダリといいますのは、原子炉を含みまして、その接続配管、

弁で構成されまして、事故のときの圧力境界となる部分でございます。逆に言うと、その

範囲が壊れますと、原子炉冷却材喪失事故になるというのがバウンダリの定義でございま

す。 

 ２ページ目をご覧ください。この冷却材圧力バウンダリの規定ですけれども、バウンダ

リに要求される性能は、特に新規制になっても何も変わっていないのですけれども、この

バウンダリの範囲を少し拡大しなさいと解釈のほうで変わっております。この表の下の文

章でもそのことを書いているのですけれども、簡単に言いますと、今までの規制ですと、

通常運転時閉、事故時閉のバルブについてはそのバルブのところまで、１弁目までがバウ

ンダリだったのですけれども、今回の規制では、通常時閉、事故時閉でも１弁目を運転中

に少しでも開ける場合があるので、基本的には２弁目までにしなさい。ただし、その１弁

目に鍵をかけて容易に開けられないような管理をしている場合は１弁目まででいいと、簡

単に言うとそういうことでございます。 

 ３ページ目をご覧ください。圧力バウンダリに要求される性能を記載したものでござい

ます。漏えいを検出しなさいですとか、十分な破壊靱性を有しなさいということが書いて

あります。 

 ６ページ目をご覧ください。真ん中の原子炉圧力容器というものがございますけれども、

この青で示される部分が冷却材圧力バウンダリの範囲でございます。今回、規制で追加に

なったところを代表的な例でいうと、圧力容器の上のところに赤の二重線のラインがある

と思います、これが当初は１弁目までであったのですけれども、今回の見直しで２弁目ま

でが圧力バウンダリとなったということでございます。あと１弁目まででよかったところ

の例として、圧力容器の下のところに、図の一番下に青い四角で囲まれている弁がありま

すけれども、３弁ありますけれども、こういったところは鍵管理をきっちりしておりまし

て、１弁目まででいいということになってございます。 

 ７ページをご覧ください。島根２号機は、この規制が変わったことで何か影響を受ける

のかといいますと、建設時から保守的に２弁目までをバウンダリと同じクラス、強度評価

等をしっかりやっておりましたので、実質的な影響はありません。設計もそうですし、使

用前検査や供用期間中検査もクラス１と、原子炉冷却材圧力バウンダリというのは技術基

準でいうクラス１機器となるのですけれども、それと同等の検査を今までも行ってきてい

るので、実質的な運用は変わらないということを７ページ目では記載しております。 
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 それでは、⑨の資料、フィルタ付ベント設備について御説明させていただきます。フィ

ルタ付ベント設備については、これまでの審査会合でもフィルタの性能等について議論し

ているところですけれども、今回、審査会合で説明したのは、系統の構成等の話になって

おりまして、７ページをご覧ください。まず、規制委からフィルタベントの基本的なとこ

ろを議論するべきだというお話がありまして、７ページに示しますような主ラインの構成

について、①番から④番について今回議論したものでございます。 

 ８ページをご覧ください。⑤番から⑧番としまして、主にフィルタベントの運用面につ

いて今後議論していくことになっております。この⑤番から⑧番については今後の審査会

合で当社から説明して、議論いただくということになってございます。 

 それでは、２ページのほうに戻っていただきまして、図に示しますようなフィルタベン

トの系統構成になっております。この系統図の右側、ドライウェル、ウェットウェルと書

いてあるところが格納容器でございまして、ドライウェルとウェットウェル、それぞれか

ら取り出しまして、電動弁２弁を介して１つのラインに合流してＭＶ２１７－１８と書い

てある弁、それからもう一つの弁、これを通してフィルタ装置を通して外に放出するとい

うことになっております。 

 審査会合で議論しましたのは、この電動弁、ＭＯと書いてある、合計４弁あるのですけ

れども、これを人力操作できるようにするべきではないかということがありました。人力

操作というのは本当に人がハンドルを回してできるようにしなさいということですが、社

内で検討した結果、今までは空気作動弁だったのですけれども、それでは人力操作が難し

いので、今回の審査会合で当社の判断として電動弁化するということを表明してございま

す。今回の審査会合で議論になったのは、格納容器側から見て２弁目ですね、ＭＶ２１７

－１８弁という弁が通常時閉で、ベントのときには開けないといけないのですけれども、

これを確実に開できないとベントできない可能性があるということで、ここのバルブを並

列化したほうがいいのではないかというコメントを受けておりまして、当社ではバルブの

並列化について成立性の検討を至急行っているところでございます。 

 ５ページ目をご覧ください。こちらもフィルタベントの系統構成を記載したものでござ

いまして、太線のラインが格納容器からのベントをするときに使うラインでございます。

この図で何を示しているのかと言いますと、このベントを使っているときに、このベント

ラインからつながっている他の系統、その接続配管から他の系統に漏れ込む心配はないか

ということを、前回の審査会合等でも議論しておりまして、当社としましては、その隔離
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の確実性という意味でも、赤く着色した弁、これを付けることにしまして、直列に２弁並

べることで確実に隔離ができるようにしますという説明をいたしております。 

 ６ページ目の図は、ベント系の格納容器からの取り出し口のレベルを記載したものでご

ざいます。上から２つ目のドライウェルベントライン、ＥＬ２万８，０００ぐらいのとこ

ろとサプレッション・チェンバにつきましては、ウェットウェルベントライン、ＥＬ１万

１，０００ぐらいのところから取り出すこととしています。フィルタベントについては以

上になります。 

 それから、次に⑩の資料、静的機器の単一故障に係る設計について御説明します。こち

らについては以前、審査会合で議論をしておりまして、そのときにいただいた指摘事項、

これに対する回答を先日行っております。 

 コメントの内容は２ページに細かく書いていますけれども、大きく言いますと、審査資

料を充実させることと、故障があったときの検知、修復について実現可能性を説明しなさ

いということがあって、対応しております。 

 島根２号機で、特に論点となったところを次の３、４、５ページに記載しております。

まず、３ページで御説明したいのは、残留熱除去系の原子炉停止時冷却モードについてで

す。停止時冷却モードといいますのは、原子炉停止後における崩壊熱除去に使うものでご

ざいますけれども、このときに使うラインが図の太い線で示されたところになります。右

側の主に青く塗っている部分と左側の赤いバルブを介してやる部分があるのですけれども、

原子炉圧力容器の下の再循環ポンプと書いてあるところから原子炉の水を取り出すのです

けれども、ここのラインが１本のラインになっておりまして、青と赤の弁が直列に並んだ

格好になっております。この赤と青で何が違うかといいますと、電源の供給区分が違って

いるのですけれども、この１本のラインで弁が直列に付いていると、青の電源が停電した

ときでも使えないし、赤の電源が停電したときでも使えないということで、よろしくない

のではないかという御指摘でございます。 

 それについては、この系統、停止時冷却モードでは使えないのですけれども、次の４ペ

ージをご覧ください。フィードアンドブリードで左の図にありますように、例えば赤の電

源が停電したときにどうするのかということを例として記載しているのですけれども、左

の図の太い線、サプレッション・チェンバからＢ－ＲＨＲポンプを介しまして熱交換機を

通して、またサプレッション・チェンバに戻すという、サプレッションプール水の冷却モ

ードで格納容器から除熱する、では、炉心のほうへの注水はどうするかということが右側
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で、サプレッション・チェンバからＣ－ＲＨＲポンプを使いまして、原子炉圧力容器に送

るということで、炉のほうに注水して、原子炉の蒸気は逃がし安全弁を介してサプレッシ

ョン・チェンバへ行きまして、サプレッション・チェンバの冷却はＢ－ＲＨＲ系で冷却す

ると、こういう代替手段で対応可能ですという説明をしております。 

 次に、５ページ、排気筒モニタについてごらんください。これは放射性気体廃棄物処理

施設の破損等のときに、この図の真ん中あたり、ＡとＢの排気筒低レンジモニタ、ＲＥと

書いたものが真ん中あたりに２つ、上下にあると思うのですけれども、この低レンジモニ

タを使って検出して、弁を隔離することで対応することとしております。この系統で問題

となっておりますのが、左側にあります排気筒からのサンプリングラインが１系統の配管

しかないのですけれども、これが１つで大丈夫なのかというところが議論になってござい

ます。しかしながら、これは多重性の要求につきましては規制側の条文の解釈で、系統に

その多重性を要求されるのは、２４時間を超えても使うようなものについては多重性を考

えることが必要だとされておりまして、こちらにつきましては放射性物質が漏れてから３

０分、事故後３０分で検出して隔離するということになっておりまして、短時間しか使用

しないということで、ここの配管は単一でいいという議論をさせていただいております。

⑩までの説明は以上です。 

○阿比留ＭＧ 引き続きまして、中国電力の阿比留でございます。今まで機器の御説明を

させていただきましたけれども、これ以降は地震、地震動に関して御説明させていただき

ます。資料は右肩に資料１と書いてあります島根原子力発電所地下構造評価についてのコ

メント回答ということで、前回、この場でも御説明させていただきましたけれども、今回

の資料はそれ以降にいただいたコメントも含め、全体を取りまとめたような資料になって

おりますので、この資料で御説明させていただきます。 

 ４ページをご覧ください。ここに今回の検討の概要を示しておりまして、左側、ａとい

うところで、敷地及び敷地周辺の地質・地質構造の調査を行っております。その後に、観

測記録及び物理探査に基づく検討ということで、敷地で観測された観測記録及び１．２キ

ロほどの大深度ボーリング、ＰＳ検層、反射法探査、オフセットＶＳＰなどの物理探査を

行っております。それに基づいて、島根の２号、３号地点の地下構造モデルを作成し、最

終的に地震動評価に用いる地下構造モデルの設定という流れで、今回の検討を行っており

ます。 

 右側のほうにその結果を書いておりますけれども、調査結果ａによりまして、敷地の東
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西方向の地下構造は水平成層構造であり、南北方向の地下構造は北に緩やかに傾斜してい

るということがわかりました。検討結果のｂということで、各観測地点の地盤増幅に違い

はないというのは、２号地点と３号地点について違いがないということで、敷地の地下構

造は特異な構造ではないということを把握しております。それから、東西方向の地下構造

は水平成層構造であるということと、南北方向の地下構造は北に傾斜しているというのは、

物理探査によっても確認できたということでございます。 

 その後の２次元の地下構造モデルの検討によりまして、南北方向の地下構造についても

水平成層構造で近似できるというような説明をしております。これについては後ほど御説

明させていただきます。 

 従いまして、敷地の地盤構造モデルは東西、南北ともに水平成層構造と仮定して、１次

元地下構造モデルを設定したということでございます。その設定した地下構造モデルに対

して、減衰定数を安全側に設定して地震動評価に用いる地下構造モデルを設定したという

のが流れでございます。 

 それでは、今の流れに従いまして御説明させていただきます。１７ページをご覧くださ

い。１７ページ、１８ページに２号の敷地の速度構造が書いてあります。１７ページは南

北方向、先ほど申しましたように、右が南方向、左が北方向になりますけども、緩やかに

傾斜している構造と、速度構造ではなっているということでございます。１８ページに関

しましては、これは東西方向、原子炉建物があるところは、ほぼ水平成層構造になってい

るということでございます。 

 １９ページ、２０ページが、３号の速度構造になりますけれども、これも２号と同様、

南から北に向かって緩い傾斜構造があるということでございます。２０ページは東西方向

になりますけれども、これは先ほど申しましたように、これも水平成層構造、ほぼ水平に

なっているということでございます。 

 続きまして、少し飛ばしてもらいまして、５８ページをご覧ください。先ほどの南北方

向の緩い傾斜構造について増幅特性にどれぐらい影響があるかというような検討をいたし

ております。まず、２号地盤に関しましては、基本モデルとして先ほどの速度構造モデル

を使用しております。もう一つ、ドレライト考慮モデルというモデルがありまして、６ダ

ッシュ、ちょっと字が小さくて恐縮ですけども、２．２ｋｍ／Ｓになっているところ、こ

こにドレライトという岩が入っておりまして、実際のＰＳ検層などでは、上の基本ケース

のようなＶＳの値が出ておりますけれども、ここも硬いのではないかというような不確か
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さも考えて、このモデルを設定したということでございます。 

 それから、３号地盤については、そのようなドレライトはございませんので、基本的な

モデルで構成しております。まず、この左側に書いてあるのは南北方向が６００メートル、

深さ方向が２００メートル程度のモデル、それをさらに拡大しまして、広域モデルとしま

して、南北方向を４キロ、深さ方向を２キロ程度にしたモデル、この両方をやってござい

ます。 

 続きまして、５９ページをご覧ください。さらに２号、３号地盤におきまして、敷地の

南側のほうに褶曲構造、背斜・向斜構造がございますので、これを考慮したものを不確か

さとして考えたらどうかと規制庁から御指摘がございましたので、我々としてはこの広域

モデルに対して敷地の南側にこのような背斜・向斜を考慮したモデルで計算したというこ

とでございます。 

 その結果が６１ページ以降にございます。この６１ページ以降、全ては御説明をいたし

ませんけれども、基本的には鉛直入射、あとマイナス１５度、マイナス３０度ということ

で斜め入射の計算をしております。鉛直入射と比較しますと、やはり斜め入射の増幅率の

ほうが、これ縦軸が増幅特性ですけども、斜め入射の増幅特性のほうがほぼ同じか小さく

なっているということでございます。これについては、それ以降のページで全て同様な結

果となっております。 

 続きまして、１３５ページをご覧ください。今のような検討を行った後に、１次元の地

下構造モデルで南北方向も含めて想定できるということで、まず、１次元のモデルを作成

いたします。３号の地下構造モデルの設定ということで、ここでは３号を代表して説明さ

せていただきますけれども、深いところは微動アレイ探査、２キロより浅いところ、２０

０メートルぐらいまでは大深度ボーリングの結果、さらに浅いところは炉心の周辺のかな

りの数のボーリングの結果で、３号の地下構造モデル、Ｓ波速度、Ｐ波速度、密度などを

設定いたします。 

 これに対して、１３６ページの地震がございますけれども、この５つの地震に対して最

適化を行っております。 

 その結果が１３７ページ、１３８ページにございます。１３７ページが伝達関数、１３

８ページがＨ／Ｖスペクトル比ということで、黒色が観測、赤色が同定の値ということに

なりまして、観測記録にかなり適合しているということがお分かりかと思います。 

 最終的に同定結果が１３９ページに書いてございます。減衰定数を周期毎に書きまして、
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このような値になっております。 

 このモデルを用いて、鳥取県西部地震のシミュレーションを行ったものが１４０ページ

でございます。観測記録が黒色、シミュレーションが赤色になっておりますけれども、ス

ペクトルを見ていただいても、ほぼ観測記録とシミュレーションはよく合っているという

ことがおわかりかと思います。 

 続きまして、１４４ページをご覧ください。そのようにして２号、３号の地下構造モデ

ルを設定いたしまして、それぞれの増幅特性を比較したものが１４４ページに書いてあり

まして、その下の図になります。２号の地下構造モデルが緑色、３号の地下構造モデルが

青色になっておりまして、ほぼ同様な増幅特性を示しているということがお分かりかと思

います。この中でも３号地下構造モデルが若干、２号より大きいということで、敷地の地

下構造モデルについては、３号の物性値を用いて設定するということを決めました。 

 １４５ページをご覧ください。３号の地下構造モデルをここに再掲しておりますけれど

も、減衰定数で青色に囲ったところをさらに１／２倍程度いたしまして、減衰を小さくし

ております。この減衰を小さくして、いろいろな地盤構造における不確かさを考慮すると

いうことで設定いたしました。 

 最終的にできたモデルが１４６ページのモデルでございます。 

 その増幅率を書いたものが１４７ページに示してございます。先ほどの２号、３号の緑

と青い線は、再掲でございますけれども、これに対して減衰を安全側にとったものは赤色

になっておりまして、特に機器や建物に効く短周期側についてはかなり余裕を持った地震

動を評価できるというようなモデルになっていると思っております。 

 続きまして、１４９ページをご覧ください。先ほどご覧いただいた２号の広域モデルや

３号の広域モデルの斜め入射、鉛直入射を全てここに一括掲載しておりまして、いろいろ

な不確かさを考慮しても、先ほどの１４７ページに示しました赤い地震動評価に用いる地

下構造モデルは全て上回っておりまして、いろいろな不確定要素を考えても、安全側の地

下構造モデルが作成できたというふうに思っております。 

 今回の審査会合で、一通りのまとめはできているという判断をいただきまして、この地

下構造モデルについて、審査会合は終わったということでございます。説明は以上です。 

○川本専任部長 最後になります。川本から左上肩の⑫の資料に基づきまして、敷地周辺

陸域の活断層評価について御説明いたします。 

 先ほど阿比留から説明がありました地下構造評価については審査がほぼ終了し、あと基



－23－ 

準地震動決定に当たりまして、もう２つ審査を受ける項目がございます。一つは震源を特

定せず策定する地震動、これにつきましては、前回お話をいたしまして、北海道留萌支庁

南部地震と鳥取西部地震を考慮するということで、審査を終えております。２つ目の震源

を特定して策定する地震動についての審査がまだ継続しておりまして、今日は、その地震

動を評価するに当たりまして必要な敷地周辺陸域の活断層の評価、これについて追加調査

を行いました結果を御説明いたします。 

 それからもう一つ、海域活断層評価についても考慮しないといけません。これについて

は追加調査を行いまして、今まさに取りまとめがほぼ終わっておりますので、今後、審査

会合でその結果の御説明をした後に、また皆様に御説明したいと考えております。 

 ⑫の、１枚めくっていただきまして、２枚目のほうに宍道断層評価結果、申請書でどの

ように評価しているのかというものを復習したいと思います。宍道断層の評価長さはこの

図にございますように、約２２キロということで、東端が下宇部尾東、西端が古浦西方の

西側というふうに評価しておりました。審査会合の場で、下宇部尾東あるいは古浦西方の

西側のさらに東西の外側につきましてデータ拡充が必要であるというコメントを受けまし

たので、追加調査を実施した結果をその前の１２ページにお示ししております。 

 ここの図に描いてございますように、宍道断層の東端付近では、下宇部尾東と森山とい

うところでボーリング調査、はぎ取り調査、トレンチ調査を行いました。下宇部尾東にお

きましては、ボーリング調査の結果、北東の谷に向かう断層が想定されるのではないかと

いうコメントに対しまして、それを確認しましたところ、断層は認められておりません。

それから、はぎ取り調査も、当初、幅３０メートルでしたが、７０メートル幅に、はぎ取

り調査を拡大して行いまして、地質の分布に不連続はなく、断層が認められないことを確

認しております。下宇部尾東を東端としていましたが、それのさらに東１キロの森山とい

うところでトレンチ調査を行いまして、そこに断層が認められましたけれども、後期更新

世以降の活動が認められないということを確認しました。 

 以上が東ですが、今度、西の②というところです。古浦沖、それから男島から女島の範

囲につきまして、音波探査、海底面調査等、地表地質調査、ボーリング調査を行いまして、

海陸境界付近、それから陸域において断層が認められないことを確認しております。 

 ③、さらに西側の古浦沖から大田沖断層の方向に向かう海の部分におきまして、音波探

査を行いまして、断層の活動を示唆する反射面が確認されていないことを確認いたしまし

た。 
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 これらにつきまして、１月１６日の審査会合で御報告いたしました。それから、先ほど

紹介がございました２月の５日、６日には現地調査も受けております。それらの場でさら

に詳細なデータを示すこと、または、追加調査をすることというコメントをいただいてお

りますので、さらに追加調査を現在、実施しております。その次にお知らせという文書が

付けてございませんでしょうか。宍道断層に関わる地質調査の追加実施ということで、ま

ず一つは、東端に関する下宇部尾東というところで、はぎ取りの部分につきまして、さら

なる検討が必要だという御指摘を受けましたので、ここで現在、ボーリング調査を追加実

施して掘進中でございます。それから、西側の女島という部分、これは今、西端と考えて

いる部分よりも３キロ西、外側になりますけども、そこの部分におきまして３月９日から

ボーリング調査に着手しております。これらの調査結果が出まして評価がまとまり次第、

また国の審査会合にて御報告したいというふうに考えております。当社からの説明は以上

でございます。 

○伊藤ＧＬ ありがとうございました。 

 かなりの数の審査会合が開かれておりますので、かなり多岐に渡る御説明になったと思

いますが、ここからは顧問の先生方から御意見なり、あるいは御質疑受けたいと思ってお

りますので、どなたからでも結構でございますので、よろしくお願いいたします。 

 杉本先生、よろしくお願いします。 

○杉本顧問 広い分野にわたる御説明ありがとうございました。 

 ただ、週１回、あるいは多いときは週３回も開催される審査会合の密度に比べて、この

顧問会議は非常に違うかなと思います。 

やはり気になるのは、前回も同じようなコメントしたような気がするのですけど、例

えば資料①の重大事故の有効性評価というところで、縷々御説明くださったのですが、例

えばシビアアクシデント関係、これはＭＡＡＰコードを使った解析だと思うのですけども、

これは、中国電力さんが自分でやられたんのではなくて、どこか他で計算してもらったも

のを、それなりに評価して資料としてされていると理解しているのですが。 

○小川副所長 はい、解析自体はメーカーへの委託でございます。 

○杉本顧問 その辺の、計算結果なり解釈の評価ですか、その辺が問われると思います。

特に計算コードというのは、予測に不確実性の幅がどうしてもあるので、計算したらこう

なったという、数値そのものがなかなか信頼できないものがあるので、その辺の感触とい

いますか、評価できる体制がどうなっているのかが一番気になるところで、その辺、この
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審査をして、規制委員会の指摘なども含めてコメントしていく中で対応者がそれなりに勉

強したり、強化しているのかなという気がするのです。その辺の体制を何人ぐらいがどう

いうような人がやって、この間、強化を図ってきているのか、あるいはもう計算、メーカ

ーさんの結果そのまま信じてやっているのか、どういう体制になっているのか、お聞きし

たいと思います。 

○小川副所長 御質問ありがとうございます。体制としましては、本社に原子力安全技術

部という部署がございますので、そこのメンバーが基本的には評価をメーカーとともにや

っているということで、人数はマネジャー以下で、直接この計算を担当している者は４、

５名でやっております。 

 それから、ここの妥当性や不確実性については、それ自体が、今、テーマになっていま

して、規制庁とＭＡＡＰコードの妥当性など今まさにやりとりをしているというとこでご

ざいますので、この後、またどこかで御説明することになるというふうに思っております。 

 内容につきましては、メーカーと一緒に確認しながらやっているということで、メーカ

ーにも行き、あるいは来ていただいて、解析して何かあれば、またさらに再解析等を依頼

するなど、常にコンタクトしながらやっているというのが実情でございます。 

○杉本顧問 ありがとうございます。４、５人ぐらいでチームを組んで、メーカーと一体

になってやっているという御説明だったと思うのですが、例えば①の資料の３７ページの

ＦＣＩ、溶融燃料と冷却材相互作用でこの知見を整理した結果、実機においては大規模な

水蒸気爆発は極めて小さいという評価とか、最後のほうのＭＣＣＩですか、これなども実

は、この分野でも専門家でもいろいろ見解が分かれているところなので、４、５人でも、

やはり専門性ですか、どういう分野の人がやっているのかということも含めて、ある程度

その辺の知見を踏まえ、しっかり理解し納得してやっているのかということが気になるの

ですが。 

○小川副所長 そこについては、審査会合でも、基本的には過去の実験や文献などの調査

をして、その結果、ＦＣＩなどをやっておりますが、それについても、それは妥当か、そ

の引用している試験結果と島根２号の条件がマッチしているのかというところについて、

御質問をいただいておりますので、それについても、今、確認をしているというとこでご

ざいます。 

○吉川顧問 今の続きで、この辺のところからなのですけれど、まず、こういう設定がさ

れている背景を、どういう理由で重大事故に至るおそれのある事象を２つ選んで、その根
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拠ですね、どういうような方針でこういうものを選んで、そして何を証明しようとしてい

るのかということは、突然この評価結果だけ言われても、どういう意味でやっているのと

言うのも分かりません。簡単なことをやっているのではないのかとか。後の流れ見ている

と、随分ひどい事故になるようですけれども、それに関わらず安全と言おうとしているの

かなど、その辺の考え方から、こういう問題に対する取り組みの基本的な方針があって、

それでこういう考え方でやっていますということを説明していただけますか。 

 最近は、ＰＳＡを、規制庁はこの頃ＰＲＡと言っていますけれども、どちらにしても、

言葉だけの話なのですけども、ＰＲＡを外部事象も含めて、いろいろやっておられるわけ

ですけれど、こういう選定された事象をＰＲＡの評価に結びつけてやっているなど、全体

のストーリーが見えません。少し変なことを言うようですけれど、他社のＰＷＲの例を聞

いていると、その辺のストーリーは分かるのですね。そういうような基本的な考え方につ

いてが、まず１点。全然、話をされていませんが、何で突然これが出てくるのかとか。何

でこれが最後はＦＣＩに行って、その下のペデスタルまでどんどん落ちていって、それで

も大丈夫と言おうとしているのかとか。その辺の、後へ行けば行くほど不確定性が多いの

がシビアアクシデントですけども、そういう辺の全体の流れですね。 

 それと、もう一つは、その対応するために、何かたくさん読めないような絵があって、

運転、対応手順がたくさん書いてあります。初めは３０何人いて、後で何人呼んでという

話ですが、何をやるのか、何で呼ばなければいけないのか、体制はどうやるのか、運転手

順はどういうふうに整理して、どういうものをつくっているのか、そういうことの説明が、

もう少し、どういう方針でやっているのかということがはっきり分からない。運転手順書

はどういうものを整理しているとか、それから訓練はどうしているか、それからチーム構

成、こういう対応するときには人たくさん対応するわけですから、そういう人はどう集ま

るのか。初めは３８人ぐらいでしたか、それが何で増えるのかとか。それからこの前は、

現場へ行って、そういう対応について、いろいろ説明は聞ききましたが、対応設備につい

て、一体、誰が何をするのかとか。もちろん説明する時間が短いですし、資料もかなり読

みにくい資料ですので、その辺が少し分からない。そういうことは一番大事なことだと思

うのですけども、そういうことについては規制庁へも説明などをしておられるのですか。

しておられないのですか。その辺の方針、何でこういうものを選んでいるのかとかいうと

ころです。解析コードの話は、信憑性のほうはまだこれからということですけれど、その

辺を整理してほしい。何でこういうものを選んで、意義あるので、こういういうことをや
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っているから大丈夫というようなことを、規制庁へ説明しようとしているのかなど、その

辺が大事な話だと思います。今まではこういう審査はなかったとことなので、その辺の説

明ですね。特に規制庁は、けちをつけるという体制でやっているのか、こういうふうに審

査するからこういうことはしっかり説明せよとか、そこをしっかりオリエンテーションを

した上でやっているのかとか、その辺を、ここには規制庁はおられませんが、そのような

話を含めて説明いただいきたいと思いました。 

○小川副所長 済みません、今日の資料が悪かったのですが、例えば厚い資料１の中で、

その前に有効性評価という資料があって、例えば１月１５日付の重大事故と有効性評価資

料というのが、この黒いクリップで挟んで……。それは補足説明書で、１月１５日付の資

料１－１というところ、例えば。 

○吉川顧問 これですね。資料の１－１。 

○小川副所長 はい。資料１－１、１月１５日付のものがございますか。１月１５日の重

大事故等対策の有効性評価。 

○吉川顧問 こちらですか、３－２ですか。 

○小川副所長 済みません。資料１－１ですね。１－１の重大事故等対策有効性評価。有

効性評価の資料もたくさんありまして、有効性評価の資料と補足説明資料という２種類あ

りまして、日付も３種類か４種類あると思いますので、参考に１月１５日のものがありま

すか。それで、ここに書いてございますけど、表紙のところ、１枚目のところに書いてご

ざいますが、２．１から３．６までに、今日、御説明したプールなどがございます。まず、

このシナリオがどうやって決まったかということですけれど、前段に、先ほど先生おっし

ゃいましたけれど、やはりＰＲＡというものをやっております。もともと規制庁のヒアリ

ングでもＰＲＡが最初にあって、そこは御説明をしています。そこでまずＰＲＡの評価を

しておりますので、そこで基本的な抽出、選定をして、評価すべきシーケンスを出してい

るということでございます。ＰＲＡで出てきたものについて、さらに厳しい条件でこれら

の条件をピックアップして具体的なマネジメントをして、それが本当に有効であるかとい

うことを確認しているということで、最初はＰＲＡからのアウトプットでございます。 

○吉川顧問 この頃は、ＰＲＡをやるときは内的事象だけではなく、いろいろな外的事象

まで含めてやっていますね。だからＰＲＡと言われても、内的事象の評価、それから地震

ＰＲＡ、津波ＰＲＡ、火災などいろいろなものをやるわけで、どの程度までやって、そし

て、総じてそれぞれについて、こういう理由でこの事象が一番蓋然性があると、炉心損傷
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確率が高いから、だからこれを選定したというような、事故シナリオの妥当性というので

すかね、こういう重大事故に至る事象。何も対策立てなかったら、こんなひどいことにな

りますと。しかし、ここでたくさんいろいろなものを入れましたから、これだけ代用でき

るようになりまして、要するに炉心損傷確率もこれだけ下がりますとか。それが、どれぐ

らいの地震でどうこうとか、どれだけの津波でどうこうとか、何かそういうような話で大

体組み立てて、そして説明するはずだと。新規制基準の考え方を見ていると、そういう説

明の仕方をして審査する、そういうことやっているのかということを、しっかり見ている

かということですよね。 

 これは自分でやるわけではないので、そういう流れについて、規制庁はどういう考えで

やっているのか。それから事業者はどういう考えでそれをやっているのか。県のほうから

見れば妥当か、大丈夫かというような問題があるかどうかと、そういうような観点で見る

と思うのですよ。だからそういう、木を見て森を見ずでなくて、全体の森の話からの資料

はどこにあるのですか。 

○大田専任部長 コメントありがとうございます。 

 実は、こういう有効性評価では御指摘のとおりでして、まず、木ではなくて森を見てと

いうところでございまして、我々も当然規制もそういうことを含めてＰＲＡ等をやってい

るというところでございまして、当然ＰＲＡからやってシーケンス選定とか、そういうと

ころを行っております。 

 今日は、前回の顧問会議以降の審査状況ということを中心に資料を用意させていただき

ましたが，こういう有効性評価をするときの前段の考え方や全体のスキームというものは、

恐らく昨年の７月ぐらいに審査会合を行っておりまして、それがずっと続いている。そう

いう全体を見た上でそれぞれのシーケンスについて有効性評価を、今、１つずつ説明して

いるという段階でございます。今回、準備させていただいた資料が、前回御説明した以降

の、木のところしか資料を準備できていないというところがございましたので、少し説明

的には御指摘のとおりの内容に偏ってしまったというところがあろうかと思います。 

 言われるとおりでございまして、当然、外的、内的などというところは全体を抑えた上

でというところでの審査というふうになっております。ただ、今日の説明の準備というと

ころでは、現状の報告ということで、こういう有効性評価を今まだやっているよというと

こを御報告させていただいているというところでございます。 

○小川副所長 先ほど手順と体制についてご質問をいただきましたので、その１点を追加
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で説明させていただきます。 

 添付資料１－１の例えば下の９ページをご覧ください。１月１５日付の資料の９ページ

で、これが最初２．６のシナリオの、これは手順の抜粋ですけれど、フローチャートがあ

って、こういうものは全て発電所の手順書の中に含まれております。今回の有効性評価で

必要であると決めたものについても、手順はこういう形で全部作成をしているということ

でございます。 

 具体的には、１３ページでございます。実際にこの作業が起きた場合にはどういうこと

をやるのか、誰がどういうことをやるか、何人要るかということで、時間あるいは体制も

こういう形でチェックをしております。これで実際に想定された時間、いわゆる解析で、

いつまでに水を入れるからこうなる、だから大丈夫ですと言っていますが、それに対して、

本当に例えば３時間以内で水を注入するから解析で大丈夫としたことに対して、本当に３

時間で入るのかということを実際の人数や現場で確認して、本当にできるかということを

確認しているというところでございます。 

 それから、２７ページをご覧ください。これが、今、島根で考えている要員の関係でご

ざいます。合計４２名です。新規制の対応後でございますけれど、平日の昼間は当然たく

さん社員がおりますけれども、休日あるいは夜間につきましても４２名が常に発電所の中

に常駐、宿直という形でいて、このメンバーで先ほど示したシーケンスに対して、この４

２名で少なくとも８時間の間対処できるかということを、先ほどのタイムチャート等で確

認して、初動の有効性評価の内容、マネジメントがこの４２名でできるということを確認

しています。その後は８時間経てば、参集要員がまいりますので、そこで引き継ぐという

形にしております。基本的にはこの４２名で初動等もできるということを含めて確認して

いるというところでございます。以上です。 

○伊藤ＧＬ 先生、よろしいでしょうか。 

○吉川顧問 よろしいっていうか、説明がよろしくないということです。 

県民や県にもお伝えする説明とか、多分そういうことが必要ですね。それが運転手順

書や保安規定とか。どういうようなときに、どのようにやっているかとかいう、保安規定

の話などに関係してくるので、その辺をきちんとやっていくということが大事だと思うの

ですよ。ＰＲＡというのは何のためにやっているのかとか。ＰＲＡで内的事象例だけでや

ったときには、どれぐらいの値になっていて、そのようになっているということについて、

何にも手当てしない昔の２号炉の場合はこれぐらいだったと、それを今度のいろいろなも
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のを入れてみてやった結果こうなるのだよということで、ＰＲＡから見てもこういう確率

にもなるということもありますが、事象が収まる整合性ですね。 

 そういったことで、その後、外部に放出される放射能の量を求めて、重大事故対策の有

効性が評価されるということですかね。要するに今度はフィルタベントのほうで個別に話

しされましたけれど、それとの関連ですよね。どこで開くのかとかいう、開いてもどれぐ

らいの放射能レベルになるかとか、いうようなことは、そういう全体の整合した説明を、

自分の頭で、メーカーの人は受注してやっているだけですからね、持っているのは中国電

力ですから、そっちの仕事ですからね、それを全部理解して、そして、こういう３８人か

４２人とおっしゃいましたけど、そういう人たちは何かあったらこうなんですよというよ

うな、全部常に頭にあるというような感じで持っていかないとなかなか大変です。めった

には起こらないと思いますが、そういうことなので。説明をするということは理解すると

いうことなので。しっかりよく理解してもらって。 

それぐらいにしておきます。いっぱい資料もありますので。 

○伊藤ＧＬ よろしいですか、確かにこのあたりが、一般の住民の方にとっても、新しく

ＳＡ設備ができて、それがどういう形で運用されるのかということは非常に大事なとこだ

と思っておりますので、そこはなるべく分かりやすくしていただくようにお願いしたいと

思っております。 

 ほかに、先生、よろしいでしょうか。 

○釜江顧問 アクセスルートの資料で、いろいろなものを整備され、あちこち分散配置し

ており、例えば２２、２３ページぐらいからいろいろな評価をされていますよね。細かな

話でいくと、次のページなどもフェンスがどうとか、いろいろな障害物というのですか、

この評価結果を見るとＳｓでどうこうということ書いてあります。例えば２５ページでは

フェンスがどうと、フェンスは基準地震動により倒壊する可能性があると書いてあります

が、こういう性能は次の工事認可などに関係するのか、フェンスだから、Ｓｓに対しては、

多分壊れるだろうというような話なのか、具体的にＳｓでどうなるか、そういう検討をさ

れての上での話なのかどうか。フェンスですから逆に地震には強いのかなと思ったりはし

たのですが。背景にあるのは、当然地震のときにアクセスルートを使う、という話である

と思います。いろいろなアクセスルートについては、ショベルローダーなどで倒れたもの

をどけるとか。これは津波だけではないとは思います。 

それと、こういう結果というのもは本当にこのように細かく評価されたものなのか、
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また、今後後段規制ではこういう設備は関係ないのか、特にこういったところがしっかり

と審査をされるのかどうかという２点について、まず、伺います。 

○小川副所長 ありがとうございました。 

 先ほどの２５ページ、フェンスのところでございます。基準地震動Ｓｓにより倒壊する

可能性はあると書いてあります。これについては適切な離隔距離を確保し可搬型設備を配

置するということで、フェンスが倒れたとしても離れたとこに置くので大丈夫ということ

で、フェンスついてＳｓ並みの耐震化をするということは考えておりません。 

 ４４メートルのエリアの事務所については、Ｓｓにより倒壊しないことを確認したとい

うことです。ケース・バイ・ケースで、全部が全部Ｓｓで評価ということはしておりませ

ん。倒れても問題ないものは倒れるがそこには設備を置かない。フェンスが倒れても少し

離れたとこに置くことによって倒れても問題ないという評価です。 

 例えば２７ページの表には重油配管とあり、一番右の評価結果のところにございますが、

重油移送配管については火災による影響が否定できないことから、耐震補強をするか、あ

るいは第５保管エリアをバイパスする形での移設をと考えるということでございます。こ

れらについて工事計画認可等の後段の規制では確認されることはありません。この書類は

審査会合に提出しておりますし、例えば、今後、フェンスのところに物を置かないと書い

てある以上は、実際、離隔距離があるかどうかというところは現地調査等で確認されます。

ただ、工事計画認可など、書類上では認可されることはないと考えております。 

○釜江顧問 評価結果に、損壊や倒壊の可能性があると書いてあるものは何もやってない

と。損壊や倒壊しないことを確認したというところは、しっかりとＳｓで評価をされたと

いうすみ分けでいいということですね。 

○小川副所長 そうです。まずＳｓに耐えるかどうかを確認して、耐えられないものにつ

いては、Ｓｓに耐える必要があればＳｓに耐えるようにしますし、移設することで万一壊

れてもアクセスする際に大丈夫であれば、問題ないということを全部確認します。それを

ケース・バイ・ケースでやっているということです。 

○釜江顧問 ⑧の圧力バウンダリの資料で、Ｓクラスで耐震設計をしているから大丈夫だ

ということが７ページに書いてあって、３ページの適合のための設計方針のところに、十

分な破壊靭性を有する設計とするというようなことが書いてあります。前のほうにそうい

うことが書いてあって、一番最後のほうには耐震設計Ｓクラスで設計をするというふうに、

最後はそうなっているので安全だということだとは思うのですけれど、その２つの言葉と
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いうのはリンクしているのでしょうか。 

○桑田ＭＧ はい、わかりました。少し資料が分かりにくく申し訳ありません。３ページ

に書いてある内容というのは法令要求の内容ですので、本来ここにＳｓで設計するという

ことを書いておけばよかったのですけれども、少し分かりにくかったと思います。 

 ３ページにある破壊靱性というのは、恐らくイメージしていますのは脆性破壊をしない

こと。例えば放射線照射による脆化などで脆性が増して、破壊靱性しないというようなイ

メージの規制要求でして、これとは別に耐震設計をしっかりとやるということも、もう一

つあります。それはそれで、きちっと対応をしております。 

○釜江顧問 バウンダリは、弁までではなくて、どこまででしょうか。 

○桑田ＭＧ バウンダリは原子炉圧力容器自体とそれの接続配管とそのバルブまででござ

います。 

○釜江顧問 今日、阿比留さんから説明していただいたことについて、教えてほしいので

すが、これについては何回も聞いているのかもしれませんが、ここの解放基盤は１０メー

トルぐらいの深さで、資料は標高で書いてあるので分かりにくいのですけれども、いろい

ろな不整形というか傾斜などを調べられて、結果として１次元でOKという話でしょう。１

３５ページのように、微動アレイやボーリングなどの結果から最終的に右のようなトータ

ルな一次元モデル等をつくられて、それで１３６ページのような記録でそれの妥当性を照

査されて、最終的にはもう少し減衰を小さくして、安全寄りだというストーリーというこ

とですね。 

 それで、最初の一次元のチューニングというのが、例えば炉心周辺ボーリングは２００

メートルぐらいですから、マイナス１０メートルの解放基盤でいえば、Ｓ波で１，５２０

ｍ／Ｓぐらいですよね。 

○阿比留ＭＧ そうです。 

○釜江顧問 そこから一次元のボーリングのデータというのは、もう少し深いところまで、

ずっとＰＳ検層ですね。 

○阿比留ＭＧ はい、ＰＳ検層ですね。 

○釜江顧問 これは検層そのままの結果ですか。 

○阿比留ＭＧ 検層そのままの結果です。 

○釜江顧問 再度チューニングをしているということはありませんか。右の地震計のデー

タがあるのですけど、それが下の伝達関数でしょうけど、これをもとにもう一回これを何
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かしたということはないのですか。 

○阿比留ＭＧ 基本的には硬いところはチューニングしておりません。表層部分は少しチ

ューニングをしております。 

○釜江顧問 表層とおっしゃったのは、どっからが表層と。 

○阿比留ＭＧ 表層というのは１３９ページを見ていただきますと、大体一層、二層のと

ころですけれども。 

○釜江顧問 ここはもう解放基盤の上ですよね。だからＳｓには関係ない。 

○阿比留ＭＧ 関係ないところです。そこの値は、ＶＳ、ＶＰは変えてないのですが、少

し層厚を若干調整しましてチューニングしております。ただし、今、先生おっしゃられた

ように、ＴＰマイナス１０メートルより浅いところなので余り関係ないので、結論的には

モデルとしては、ＶＳ、ＶＰは調整していないということです。 

○釜江顧問 その浅いほうは何でチューニングされていたのですか。 

○阿比留ＭＧ 浅いほうは、やはり２次元的な影響や表層の影響、山地形などいろいろあ

りますので、ここは何らかの形で調整しないと合わないということで、ここは少し調整し

ております。 

○釜江顧問 層厚ですね。 

○阿比留ＭＧ はい、層厚です。 

○釜江顧問 層厚だけがね。 

○阿比留ＭＧ 標高のところがちょっと若干変わって……。１３５ページと。 

○釜江顧問 ちょっとだけ違いますね、４０何とかって。 

○阿比留ＭＧ ただ、これも表層だけです。 

○釜江顧問 何で、どういう形でチューニングされたとおっしゃいましたっけ。地震計記

録じゃなくて、何か。 

○阿比留ＭＧ 記録です。伝達関数でチューニングしております。 

○釜江顧問 １３６ページにあるような、もうちょっと上のほうにもデータあるわけです

か。この１３６の右に地震計の位置が４カ所と書いてある。プラス８というのはこれは解

放基盤ですか、この絵で言ったらフリーフィールドですか。 

○阿比留ＭＧ いや、これは表層ございます。 

○釜江顧問 埋まっているみたいに見えますよ、何か。 

○阿比留ＭＧ 埋まっています。 
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○釜江顧問 表層はこの１００プラス４６というとこは、これはフリーフィールド。 

○阿比留ＭＧ そうです、はい。 

○釜江顧問 ここのデータがあるのですか。 

○阿比留ＭＧ はい、あります。 

 ただし、チューニングしているものに関しては、１３７ページにございますけれども。 

○釜江顧問 これは下ですね。 

○阿比留ＭＧ 下のところで、例えば左一番上だったら標高マイナス１３からプラス８と

いうような格好で伝達関数を用いております。 

○釜江顧問 理論はもう鉛直。 

○阿比留ＭＧ そうです、はい。 

○釜江顧問 今回いろいろと断層の調査をされて、東の森山のところで断層が見つかった

けれども、後期更新世以降の活動はないという話だったとお聞きしました。その根拠につ

いては規制庁に認められたのでしょうか。 

○川本専任部長 そうですね、別添の資料には記載してございますけど、火山灰の分析を

行いまして、この地点で特有のＤＭＰ、１２、３年万年前の火山灰が見つかりまして、そ

の地層がその断層の上に、若干、谷の出口なので傾斜はしていますけれども、水平に覆っ

ているということで活動性の評価ができております。若干その辺についてコメントはいた

だいていますけれど、大枠は現地でもそれを説明しまして御理解いただいている状況でご

ざいます。トレンチについて、別の面もしっかりとスケッチして示すようにですとか、そ

ういった細かいコメントはいただいておりますので、今後コメント回答はしていきたいと

思いますが、年代はそういうふうにして活動性の評価しております。 

○釜江顧問 宍道断層の先端に断層があって、その部分を見ると、後期更新世以降の上載

層を切ってないと。 

 ある断層があって、その先を掘って断層がなければ、何もなければいいのですが、断層

があったと、でも、それは上の層を切ってないということで、それは活断層じゃないとい

うことが、今のお話ですよね。そういうものなんですかということなのですが。 

○川本専任部長 森山で見つかった断層は、地質の境界部分の断層でございまして、そう

いった意味で、我々が考慮している宍道断層と場所もずれております。ただ、断層という

のは必ずしも直線上にあるわけではなく、ステップしたりすることもございます。（宍道

断層とは）違う断層とは評価していますけれど、仮にそれに活動性があるとしたら、それ
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は直線上ではないけれども、活断層として評価をするというような選択肢もあり得ます。 

○釜江顧問 根なし断層とかという話がありますけど、表層に亀裂みたいなものがあって

というようなものでもあるかもしれない。それは深いところはなかなか調べることはでき

ないのでは。 

○川本専任部長 これは地質の境となっていますので、むしろ深い断層です。その活動時

期も古いというふうに、我々も最初露頭で見つけておりまして、それの延長部分がトレン

チ部分で見つかっておりまして、年代を特定する火山灰がございましたので、古いと。今、

釜江先生がおっしゃる根なし（断層）というよりも断層本体ではあるけれども、その活動

性は古いというような評価をしております。 

○釜江顧問 もう１点だけ、西のほうの話で。 

 大田沖断層のイメージとして、どういう断層だったか忘れてしまったのですけど。１２

ページの左側にはいろいろな音波探査とかされたということで反射面が見つからなかった

と、これは大田断層そのものが見つからなかったということでしょうか。何が見つからな

かったのでしょうか。 

○川本専任部長 済みません、この図が悪かったのですけれど、１２ページの③と書いて

いるところに細長い探査をしたエリアがありますけれど、これよりもさらに左手、西側に

大田沖断層がございます。そちらとつながる可能性について調査をするようにというコメ

ントございましたので、その間について調査したものでございます。 

○釜江顧問 非常にクリアな話ですね。ありがとうございます。 

 それで、もう一つだけ追加で、女島ですか、これはこの絵ではあまり分からないのです

けども、島があるのですか。島が陸ですね。 

○川本専任部長 そうです。陸から少し離れたところに、窪みのようなところがありまし

て、北側に島がございます。ほとんど陸続きではございますけれども、そういった場所で

ございます。 

○釜江顧問 陸ということですね。 

○川本専任部長 はい、調査は陸でございます。 

○釜江顧問 ありがとうございました。 

○伊藤ＧＬ ありがとうございます。 

 どうぞ、杉本先生、どうぞ。 

○杉本顧問 何回も済みません。プラント関係あるいは事故解析で何回か先行炉の状況を
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見てという御説明があったと思うのですけれども、東京電力とか中部電力などになると思

うのですが、ＰＳＡの結果などを含めて、島根２号炉独特といいますか、先行炉にない事

故結果などは何かありますか。そういうものは一切ないのですか。例えば先ほどの静的機

器の単一故障など、あれは先行炉にない島根２号の独特なものであると。先行炉の説明は

あまり詳細に比較されてないかもしれませんけれども。 

○桑田ＭＧ 済みません。静的機器の単一故障では思い浮かばないのですが、例えば、フ

ィルタベントの系統構成、先ほどバルブが最初２つあって１つにつながっていく説明、⑨

番の資料の２ページをご覧ください。 

 ライン構成のお話ですけれども、これをＢＷＲの４社合同で審査会合をしたのですけれ

ども、東北電力と中部電力と東京電力と当社でやったのですが、これについては各社が結

構ばらばらでして、例えば違いで言いますと、東京電力だと、電動弁ではなくて空気作動

弁のまま、この前の説明ではそうでしたし、中部電力だとドライウェルとウェットウェル

それぞれに３弁ずつ繋げる構成にしていたり、東北電力は、当社に近いのですけれども、

もともと第２弁も並列化しているところもあったりしまして、まさにそういうところにつ

いて、この前の審査会合で議論しています。ハード的な違いとしてはそういうところがあ

ります。 

 あと、私が御説明した内容でいきますと、例えば基準竜巻のところで、竜巻の評価のと

ころで、当社は基準竜巻９２ｍ／Ｓで御説明していますけれども、他社は今のところは６

９ｍ／Ｓとしています。中部電力は９２ｍ／Ｓで、地域性もあるので一概には言えないの

ですけれども、例えば東京電力の柏崎ですと竜巻検討地域は当社とほぼ同じところを選ん

でいるのですが、６９ｍ／Ｓとして審査会合で説明しているなどといったところの違いが、

事故解析の結果ではなく済みませんが、あります。 

○小川副所長 解析ではないのですけれども、特徴としては、先ほどの可搬型設備の保管

場所は５カ所という御説明をさせていただきました。規制要求上は分散配置ということで

す。例えば、他社では２カ所に分散配置するところもあります。島根は地形上、広い場所

がないということもありまして、その関係で結果的に５カ所に分散配置している。それが

良い悪いという問題ではないのですけれども、少しマネジメントが複雑といいますか、物

によって、これが起きたらこれはここから運ぶ、これはここから運ぶという形でのマネジ

メントになっております。 

 あと、解析の関係で言いますと、当社は低圧の代替注水ポンプをフィルタベントの地下
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の格納槽の横に付けております。他社はそれが既設のポンプでありますが、当社は別に低

圧系のポンプを新しく設置したということで、そういうことが特色であり、それに応じた

解析をするということになります。 

○西村ＭＧ 他社との違いとしては、緊急時対策所、免震重要棟自体も、新潟県中越沖地

震の後、各社が建てていたのですけれども、３・１１の前にできているものは基本的にＳ

ｓに耐えられないということで、他社は免震装置ではなくて小さな耐震建物を建てていて、

先行機の川内原発などはやっています。高浜３、４号もそういう申請はしていますけれど

も、１、２号の中に代替緊急時対策所を造って対処するということで、今、免震棟を造っ

て対応しているのは、中国電力が先頭ということになっております。 

○杉本顧問 ありがとうございました。 

 そうしますと、例えば格納容器がＭａｒｋ－１型の改良型ということで、例えばＰＲＡ

とか重大事故の解析に、他社と大きな違いはないと理解してよろしいでしょうか。 

○小川副所長 Ｍａｒｋ－１改良型としては他社と大きな違いはなくて、ただ、柏崎の６、

７号機はＡＢＷＲですので、それは違うと思いますけども、当社のＭａｒｋ－１改良型と

して他社のＭａｒｋ－１改良型と大きく違うところはないと思います。 

○杉本顧問 ついでで恐縮ですが、やはり気になっていることは、テロ対策についても規

制庁で見ることになっているのですけども、公開審査ではなかなかできないことだと思い

ます。今日の資料でも、電子計算機へ外部からアタックされないようになっているという

説明がありました。そのぐらいならいいかもしれませんけど、これは自主的に対策を考慮

しているのですか、それとも実際あまりやってないのが実態なのですか。 

○小川副所長 テロ対策としては、まず通常のＰＰ、いわゆる警備という形では今でも厳

しくフェンスを張り巡らすなど、そういうことは従来からやっておりますが、意図的な航

空機衝突への対応というものが入ってきていますので、それに対しての直接的な対応は、

特定事故等対処施設、いわゆる特重施設と言っておりますけれども、それについては新規

制が施行されてから５年間の猶予期間あるということです。今からだともう残り３年ぐら

いしかないのですけれども、３年の間に造る必要があり、それについては中央制御室から

１００メートル以上離したところで、独立して操作ができて、冷却やベントができるとい

うものを造っております。それが３年後には恒久的なテロ対策として出てくるということ

です。では、今はといいますと、可搬式設備を分散配置するということ、あと接続口も離

れた箇所に２つ設けることになっておりますので、仮にどこかの面に航空機が１機衝突し
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たとしても、２カ所離れたところに送水口を付けていますので、どちらかが使用できるだ

ろうということで、そこから注水して防ぐということです。 

 もう少し細かく、航空機が衝突して、具体的にどこが壊れて、何が残る、そこをどうや

るかということは、まさに評価をしております。今度、大規模損傷の手順関係の審査が、

これからもう少ししたら始まりますので、そこで御説明していくことにしております。 

○吉川顧問 前に現地で工事を見せてもらったときには、中国電力さんの方針として、も

ちろんフィルタベントは、それぞれＢＷＲで、柏崎もそうだし志賀もそうですが、こちら

はアレバのものでしたか、それぞれ設計が違うとこういう話ありました。幹部の人がおっ

しゃっていたのは、１つは、規制庁は航空機衝突対策のため、地下に設置しなければいけ

ないという話をされました。そのようなことはどこも一緒だったと思うのですけども、そ

ういうのがありました。もう一つは、できるだけ対応するときに省力化するために、そう

いうような事故のときに、対応を小人数でできるように、できるだけ楽にできるようにす

る、自動化するなど、そういうような方針でやっているということで確実性を上げるとい

う説明をされたように思います。 

 サイバーセキュリティーは世界的に大変なのですが、日本も遅れているわけで、これは

後で日本もそういう対応を多分やられると思います。また、それもこれからの審査課題に

なると思います。先ほど、全部アナログ型だからという話をされていました。デジタルで

一番心配されることなので、柏崎ではそういうこともあるのだろうと思いましたが、そう

いう他社との違いも認識しつつ、全体として、ここはこう工夫しているなど、説明を統一

されたほうが、周りの印象が大分違うと思いますので、努力されたほうがいいと思いまし

た。感想で済みません。 

○小川副所長 ありがとうございました。 

 サイバーテロ関係につきましては、先ほど２号機はアナログだから大丈夫と言いました

けれども、３号機はデジタルでございまして、いずれ３号機の審査がございますので、そ

れについては、きちっと対応していくということでございます。２号機につきましても、

例えば点検などで、メーカーが入って、点検の際にはパソコンを繋いだりしているのです

けれども、そういうものに対してはきちんとチェックしてから、勝手なものは繋がせない、

チェックした確認済みなものを繋いで点検するというような、サイバーセキュリティーの

対応を実施しているというところでございます。 

 これから、テロだけでなく、デジタル、サイバーテロについても大きな問題になってい
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きますので、特に３号機も含めてやっていきたいと思います。ありがとうございました。 

○吉川顧問 ２号炉から運転される予定なのですけども、これはプルサーマル炉でしたか。

前は大分説明がありましたが、プルサーマルはどうなっていますか。 

○長谷川副本部長 プルサーマルの手続は国の認可含めて終わっておりますが、実態的に

は燃料つくっておりませんので、現実的には、今後、仮に稼働したとしても、ＭＯＸ燃料

を使うというのはあるとしても先かなと思っております。 

○伊藤ＧＬ 岩田先生、よろしいですか。 

○岩田顧問 細かいことについて教えてほしいのですけども、⑪の資料の例えば６５ペー

ジのモデル計算なのですが、これは例えば右の２次元モデルは、これはＰＳＶ、インプレ

ーンになっている。 

○阿比留ＭＧ はい、ＳＶ波です。 

○岩田顧問 ＳＶを入れているのですね。 

○阿比留ＭＧ はい。 

○岩田顧問 そのときに増幅特性の比較というのは、ＳＶ波を入れても傾斜層だとＰ波が

出ますよね。 

○阿比留ＭＧ はい。 

○岩田顧問 水平動だけじゃなくて上下動も出ますよね。 

○阿比留ＭＧ はい、出ます。 

○岩田顧問 この絵は水平分の水平なのですか。 

○阿比留ＭＧ はい、Ｓ波のみを書いております。 

○岩田顧問 Ｓ波のみ、水平なのですか、どっちですか。僕の言い方が悪かったですけれ

ど。Ｓ波は選べないと思うのですけど。 

○阿比留ＭＧ 基本的に２次元なので、ＳＶ波での解析をしております。 

○岩田顧問 地表も水平、これだと水平成分の比較をされている。 

○阿比留ＭＧ そうです。 

○岩田顧問 ということですね。 

○阿比留ＭＧ はい。 

○岩田顧問 つまり何が言いたいかというと、この問題はやはり一次元近似した場合に結

局上下動も出るわけなので、その部分について無視していいかどうかっていうのは、本当

はもちろん今の枠組みは水平に入れて水平、上下は上下で２分の１とかそういうことでい
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いのですけれど、いいというかルールはそうなのですけど、現実的にはそういう傾斜層が

あると鉛直入射に近いＳ波であっても上下動が構造で出てしまうので、そういう割増しみ

たいなものを本当は考えないといけないのかもしれないということです。          

○阿比留ＭＧ おっしゃるとおりと思っております。今、先生がおっしゃられたのはＳＶ

からＰ波への変換波も出るということだと理解しましたが、そことは少し考え方が違うの

ですけども、本日は水平の説明しかしておりません。Ｐ波に関しても同じように一次元モ

デルでやっていて、さらに先ほど減衰を安全側に評価しているということで、かなり増幅

を大きくしていますので、Ｐ波も同じように減衰を小さくして、その辺の不確かさを含め

て計算するようにしております。 

○岩田顧問 それで、もう少し聞きたいのですけども、左側は、これはわざわざ無限長で

書かれているということは、これはシェイクか何かでやられていると思ったらいいですか。 

○阿比留ＭＧ これはシェイクです。 

○岩田顧問 右は有限要素法か何かですよね。 

○阿比留ＭＧ そうです、有限要素法です。 

○岩田顧問 テクニカルなことばかり聞いて悪いのですけども、このサイズで長周期とは、

どのくらい正しいのですか。割と硬い地盤だから波長は長いですよね。 

○阿比留ＭＧ そうです。基本的には硬いので、波は通りません。硬いのであまり効かな

いということだと思います。 

○岩田顧問 そうですね。５秒まで示されている長周期側がふらふらしているのが、何と

なく気持ちが悪いのですけど、私的には。 

○阿比留ＭＧ 基準地震動が基本的には５秒までですので、５秒までの解析ということで

図は作成しております。 

○岩田顧問 これには、地表の影響は、ここは増幅特性っていうのは入れてない。 

○阿比留ＭＧ はい、入れておりません。 

○岩田顧問 だから１でいいのすね、長期的側が。 

○阿比留ＭＧ はい、それで結構だと思います。 

○岩田顧問 解放基盤だったら本当は２だけど、ということですね。 

○阿比留ＭＧ はい。 

○岩田顧問 この計算は微妙だっていうことですね、きっと。 

○阿比留ＭＧ 微妙というか、硬いので波が通ってない可能性はあるということです。 
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○岩田顧問 これ周りは吸収境界か…。 

○阿比留ＭＧ 横はエネルギー伝達でやっております。 

○岩田顧問 分かりました。他のものもそれと同じような形で書かれているということで、

斜め入射の場合も水平度対水平度の比較。 

○阿比留ＭＧ はい、そうです。 

○岩田顧問 分かりました。ありがとうございます。 

○伊藤ＧＬ 野田先生は何かよろしいですか。 

○野田顧問 先ほど吉川先生が、ストーリーが少しよく分からないのに、この説明をされ

ても、それがどれぐらいの重みがあるのか分からないということは、非常に説得力がある

というか、私どもが実際に聞きたいところだったと思います。個々の説明をしていただく

のは非常にありがたいと思うのですけども、やはりそのつながりで説明していただくとい

うのが、聞く人、それから、後で、私どもが帰って聞かれたときに、こういうことなんだ

よというのを周りに言いやすいという感じがしますので、その辺をお願いできたらと思い

ます。 

 それから、特に炉心溶融のところの説明が、ああ、そういうことだったのかなと思うの

は、１，２００度まで上がるというところで、それが本当かなという、もっと上がるので

はないかというのですけども、それが注水でそこは何とか切り抜けることができるという

ことで。それによって８００度ぐらいまで上がるのがマキシマムだという、それはそうか

なと思うのですけど、例えば福島ではそういうふうにはならなかったのだろうなというこ

とがあって、そういうふうになったときに、ならないように努力しておられるのですけど

も、今そういう準備をしておられると思うのですけども、その辺が本当かなという気がし

ます。 

 それから、地震のところで、一部審査を実施中だということなのですけれども、この各

項目、いわゆる関連ある中でその一部だけ実施して、それ以外はまだ実施がされていない

ということでが、地下構造は審査をしているけれども、例えば基準地震動についてはまだ

実施していないという、これはお互いにつながりがある内容なのに、その一部だけしか審

査していなくて、それでいいのかいなという気がしております。 

 規制庁からは、古浦沖から大田沖までの追加調査をやりなさいと言われているのですけ

ど、それはどれぐらいの重みがあることなのでしょうか。そんなところです。 

○阿比留ＭＧ 今の御指摘、主な審査項目の実施状況ということで、この地震のところに
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敷地及び敷地周辺の地下構造というものがございますので、その下に震源を特定して策定

する地震動と、震源を特定せず策定する地震動、さらに基準地震動というものがございま

す。この考え方としては、震源を特定して策定する地震動と、震源を特定せず策定する地

震動を考慮して基準地震動を策定するということなので、順番としては上から下に流れて

いくようなものでございます。この地下構造というのは、震源を特定して策定する地震動

を計算するためのものですので、今、ここに実施中としているのは、震源を特定する地震

動は活断層の長さで地震動を設定いたしますので、今、活断層の部分は、審査しています

ということです。それに対する地震動というのは活断層の長さが決まらなければ計算でき

ませんので、活断層の調査結果が済んで断層の長さが決まって、その後に震源を特定して

策定する地震動を計算する。その結果を見ながら敷地に設定する基準地震動を設定すると

いうことですので、今の活断層の調査はここの基準地震動を計算するために必要な調査で

あるということでございます。 

○川本専任部長 更なる追加調査の重みというのは、なかなか答えにくい御質問なのです

けれども、このお知らせのほうに書いてあります西側の女島というところで、去年の秋、

追加でボーリング調査をして、そこに断層が認められませんでした。したがって、それよ

りも内側で止めることができるというふうに我々は改めて確認評価をしたのです。けれど

も、去年実施したボーリング調査では、場所的なものもあって、断層が完全に認められな

いとは言えない、ボーリングをした箇所をすり抜けて断層が存在する可能性もあるという

懸念のための追加調査でございますので、ある程度それは当然重みがある話です。そこで

改めて我々が更なる追加調査をして、やはりそちらに断層がないということであれば、西

端は従来どおりそれよりも内側で、トータル２２キロという評価につながりますし、そこ

で、もし何か可能性のあるものが出てくればまた評価も変わってきます。そういった意味

合いの調査でございますので、我々はしっかり調査をしまして国に報告して、我々の２２

キロという評価が妥当であるということを示したいと思っております。 

○長谷川副本部長 野田先生からも温度の妥当性について御意見がございました。再三、

解析の信頼性について、ほかの先生方、杉本先生からも御指摘いただいておりますけれど

も、今後これに特化して審査がございますので、またそのあたりで、規制庁の審査の中で

しっかり御説明をして、私どもの解析の妥当性も明らかになるのはないかと思っておりま

す。 

 それと再三、やはり今日の説明は、特にプラント系につきましては、既に各論の議論に
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移っております。前回のこの御説明会のときにＰＲＡの入り口の部分ですね、どういう考

えで、こういうシナリオを作ってどこへ持っていくか、各論はどういう各論に至るのかと

いう御説明をしたのですけれども、今日、再度そのあたりを御説明した上で本来はお話を

すべきところでございましたけれども、非常に分かりにくかったのではないかと思います。

おわびを申し上げたいと思います。 

 ただ、先々、審査がある程度めどがつきますと、今度は一般の方に御説明をしていくと

いうふうな話になってくると思いますけれども、これが非常に私どもとしては難題でござ

いまして、専門的なことをどういうふうに分かりやすく外に向かって説明するか。これは

これから大きな課題だと思っておりますので、その際にはやはり今の御指摘のような、系

統立てて位置づけなり含めて説明をしていく必要があろうかと思っておりますので、ぜひ

とも御理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

○釜江顧問 １つだけいいですか。 

○伊藤ＧＬ はい、どうぞ。 

○釜江顧問 竜巻のハザードについて、マイナス５乗というのは、これはコンセンスはあ

りますか。地震動や炉心損傷などの話からいく小さいのではないですか。マイナス５乗と

いうは、これは一般的な話です。 

○桑田ＭＧ こちらは規制庁のガイドにあります。 

○吉川顧問 確認しておきたい、大きいことなのですけども、いろいろＬＯＣＡの解析を

やっておられて、これがフィルタベントの操作につながっているようなのですけども、こ

の仮定されているＬＯＣＡというのは、再循環配管の出口配管のところが壊れるという仮

定のもとでやられて、そのときに注水機能が全部壊れると、これは電源系が全部壊れると

いうような仮定ですか。 

○小川副所長 はい。 

○吉川顧問 ですよね。非常系も電源系が全部壊れるというような、基本的な説明がなか

ったので、そういう前提でやったときにこうなるということで、質問としては、一番早い

フィルタベントが２８時間ですか。これについて県は了解されているのですか。新潟県で

は、この辺が問題となっています。 

○小川副所長 まず私のほうからお話します。ベントが一番早いのは、別のシナリオで２

４時間というものがございます。今の２８時間の場合もそうですけれど、燃料破損のない

ときのベントであれば放射性レベルは極めて低いので、設計圧力１Ｐｄのところで、早目
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にベントするということで２４時間でございます。 

 炉心損傷ありの場合は、フィルタベントした場合、かなり公衆への影響が大きくなりま

すので、その場合には、極力避難時間等考慮して時間を稼ぐということで、２Ｐｄ、設計

圧力の２倍でベントをするということで、その場合には７３時間、３日後にはベントをす

るということとなっております。 

○吉川顧問 この２８時間というのは何ですか。 

○小川副所長 最短時間は２４時間です。 

○吉川顧問 ２４時間は、別のシナリオですか。その場合は燃料破損していないと。 

○小川副所長 していません。 

○吉川顧問 何かの理由でベントはするということですね。この２８時間は何なのですか。 

○小川副所長 燃料破損のない場合です。２８時間は。このシナリオでということです。

事故のシナリオによって注水量などが多少状況は変わりますので、最終的に格納容器の圧

力が１Ｐｄになる時間が多少変わりますので、今回の御説明のこのシナリオについては２

８時間で格納容器圧力が１Ｐｄになるということです。ただ、他のシナリオのところで２

４時間で格納容器圧力が１Ｐｄになる場合もあるということで、事故によって進展が変わ

りますので、格納容器の圧力の上がり方も変わってまいります。 

○吉川顧問 設計圧力になったら、１Ｐｄのところで開ける仮定でやっているということ

ですか。 

○小川副所長 はい。燃料破損のない場合においてはです。 

○吉川顧問 燃料破損のない場合は。 

○小川副所長 それは格納容器のモニタで見ておりまして、燃料破損がない場合には１Ｐ

ｄで早くベントをする。水の放射性分解分の放射性物質はありますけれど、極力低いので、

それについては１Ｐｄでベントする。その中で、いろいろなシナリオがありますけれども、

一番早いものが約２４時間後ということです。 

 燃料破損が起こった場合のシナリオで一番短いのは７３時間。そのように２Ｐｄまで極

力引き延ばし、格納容器は２Ｐｄまでもつということは先ほど御説明した評価もあります

ので、そのときには極力保持して放射能を減衰させる、また、避難等の時間を稼ぐという

観点から２Ｐｄ、その場合には７３時間ということになっております。 

○長谷川副本部長 ７３時間は申請書に書いていますので、島根県は当然御存じです。 

○吉川顧問 ２４時間のシナリオもですか。 
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○長谷川副本部長 はい、２４時間もです。 

○伊藤ＧＬ 県がどういう整理でいるかということですけども、このシナリオなどは防災

対応をするようなレベルになっている。明らかに最初のスタート時点でＥＡＬ３になって

いるような事故と思っています。防災は最終防御ラインでございますので、このシナリオ

にない事故も起こり得るということも考え、しっかり対応をとっていくことが重要だと思

っています。こういったシナリオが固まっていく場合に、どういう体制を組んでいくのか、

どういうふうに連携していくのかというのが課題だと思っておりますので、この審査とは

別に防災体制の充実については考えていきたいと思っております。この辺のシナリオ、時

間の話をどう検討していくかが今度の検討課題と思っております。 

○島田課長 具体的にそのようなケースのときに、どれだけ放射性物質が放出されて、ど

ういうふうな拡散時間になってくるのか、どこまで影響があるのか、そういったものにつ

いても見ながら検討する必要があるのかなというようには考えております。 

○吉川顧問 そういう確定的な解析でなくて、不確定要素を入れて、どれぐらいの範囲に

最大はどれぐらいとか、最少はどれぐらいとかいう分布の、そういう不確定性の解析も求

められるのではないのですか。 

○小川副所長 放出ですか。 

○吉川顧問 放出でも何でも解析そのものについてです。もともと確率論的安全性評価法

はそういう不確定性のことも考慮へ入れて解析するはずです。ですから、こういう話につ

いては、今日のように資料をたくさん出して、これを短い時間に全部説明するということ

が難しいのはよく分かりますが、そういう不確定性の取り扱いもあるし、ＰＳＡに絡んで

いるところだろうと思いますが、これをどう説明されるのかということですね。 

 特に地元の場合、格納容器が壊れる場合やそれ以前にフィルタベントで放出されるとき

の対応について、県としてどう考えるのか、今日は３月１２日で１１日の次の日ですから、

４年前を思い出して、そういうことは早くやられたらいいと思います。島根県では、あま

りフィルタベントについて、どうこう言わないかも知れませんが、他地域では言う人もい

っぱいいます。 

○伊藤ＧＬ ありがとうございます。 

 そうですね、防災対策については、次の議題として準備させてもらっておりますけれど

も、そのあたりの具体的な話も含めて、どういう形でさらに充実させていくのかというこ

とが大事と思っております。 
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 予定している時間が過ぎそうですので、次の議題ということで、県から３枚紙を準備し

ておりますけれども、原子力防災対策ということで、今の取り組み状況につきまして島田

課長からお話をさせていただきます。 

○島田課長 それでは、私のほうから、島根県における原子力防災対策の現状について、

簡単ではございますが、今年度の取り組みを中心に御報告させていただきます。 

 お手元３枚資料をお配りしておりますけども、県では昨年３月に地域防災計画を修正し

まして、ＥＡＬ、あるいはＯＩＬの基準などを計画に位置づけて、平成２４年１１月に策

定しました広域避難計画の実効性の向上に向けた取り組みを、今、進めているところでご

ざいます。 

 まず、（１）の島根県緊急時モニタリング計画の策定ということにつきましては、１枚

次の用紙を見ていただければと思います。昨年６月に発表されました国のモニタリング計

画の作成要領に基づきまして、緊急時モニタリングに係る体制の整備と基本的事項につい

て８月に計画として一旦定めております。 

 主な改正点としましては、それまで私ども初動対応を中心に暫定的に定めておりました

県の計画がございます。その計画をＥＡＬ２以降に設置されます国の緊急時モニタリング

センターに円滑に移行できるように、県のモニタリング体制を県本部の段階から国の体制

に合わせるような形に変更しております。詳細は次のページに書いております。また御確

認していただければと思います。現在は、モニタリングにつきましては、具体的なモニタ

リングの実施内容やその方法を記載します実施要領、この作成を進めているところでござ

います。 

 次の項目の広域避難計画につきましては、国や鳥取県、あるいは関係する市などと一緒

になったワーキングチームで、要支援者の把握でございますとか避難車両の調達、避難退

避時検査の場所の確保などの課題について、現在、解決すべく検討を重ねているところで

ございます。 

 そうした中ではございますけども、避難先自治体との連携を強化するため、昨年５月に

広島県、岡山県と災害時の応援協定を締結するとともに、避難住民を受け入れていただく

それぞれの市、町の方々と、受け入れに当たっての問題点などについて意見交換を行った

ところでございます。 

 そうした中、御意見としましては、避難を受け入れるのはいいのだけども、実際自分の

ところが安全かどうかを誰がどうやって確認するんだといったような御意見もございまし
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て、国のほうにそういった意見はお伝えして、早く答えを出していただくようにお願いし

ているところでございます。 

 また、一昨年から取り組んでまいりました避難時間推計、これはＥＴＥでございますけ

ども、５月に公表したところでございます。結果としましては、３０キロ圏内の人が段階

的に避難を実施した場合には約２８時間で、一斉に避難した場合は約２２時間で３０キロ

圏外に避難が完了するという結果は出てきました。車１台当たりの移動時間は一斉避難の

ほうが約３倍かかるという結果でございました。渋滞箇所等も具体的に把握できましたの

で、円滑な避難に向けて重点的に避難誘導を行うなど参考にしていきたいというように考

えております。 

 次に、福島事故では社会福祉施設入所者や病院の入院患者の避難が大きな問題になった

ことから、県では平成２４年に社会福祉施設、病院の避難計画作成ガイドラインをつくり

まして、各施設などにおいて避難計画をつくっていただくよう促してきたところでござい

ます。現在では３０キロ圏内のほぼ全ての保育所で策定が終わっております。社会福祉施

設で約７割、病院で約９割が策定済みという状況です。また学校でも同様に、万一のとき

に備えたマニュアルといいますか、手引書といいますか、そういったものをつくっていた

だいておりまして、県立学校と松江市内の公立学校の全てでもう策定が終わっておりまし

て、他の学校でも現在策定中という状況でございます。 

 安定ヨウ素剤の配布につきましては、今年度、医師、薬剤師などの医療関係者、住民、

自治体職員などが参加しました検討委員会を設置しまして、どのように配布していったら

いいのか、どの範囲に事前配布を行うのかを検討して基本的な方向性を出していただき、

意見書として県のほうに提出していただきました。現在、この基本的な方針に基づきまし

て、より県のほうで具体的な配布計画を策定しているところでございます。今後、準備が

整い次第、まずＰＡＺの地区ごとに順次、住民説明会を開催して配布していく予定として

おります。これに先立ちまして、既に住民の方でございますとか医療機関向けの相談窓口

を設置して、相談体制を整えたというとこでございます。 

 放射性物質が放出後におきましても、一定期間安全に屋内待避でございますとか防災対

策が実施できますように、現在、１０キロ圏内の病院や社会福祉施設、あるいはオフサイ

トセンターや県庁、松江市役所などの防災拠点に放射線防護対策工事を行っております。

また、そうした施設への食糧や資機材の備蓄も進めているところでございまして、この取

り組みは来年度以降も引き続き実施する計画でおります。 
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 その他、住民等に対する普及啓発事業につきましては、年４回、定期的に発行おります

広報誌「アトムの広場」といいますけども、それでは定例的に環境放射線の調査結果を載

せているところでございますけども、今年度それに加えまして「放射線、放射能と防災の

基礎」と題しまして放射線の影響でございますとか、あるいは、それぞれのＥＡＬ、ＯＩ

Ｌ等の基準に基づいてどうした防護措置をとっていただくかなどについて重点的に広報し

てまいりました。また、原子力講演会では、県内３カ所で放射線被ばくと健康影響につい

て御講演をいただいたところでございます。また、地域防災計画で、原子力防災計画は毎

年実施することとしておりまして、今年度は１０月１８日に実施したところでございます。 

 今年度の重点項目としましては、まず１番に、地域防災計画に位置づけたＥＡＬ、ＯＩ

Ｌの基準に基づいた避難実施手順の確認、２番目としまして、３０キロ圏外の避難経路上

で行った避難帯一時検査の待機時検査、いわゆるスクリーニングの手順確認とか、あと、

車１台当たりどれぐらいスクリーニングの時間がかかるのかといったようなデータ収集、

また、住民に対するわかりやすい広報といった点、４点目としまして、先ほどの放射線防

護対策工事を行った社会福祉施設での屋内退避手順の確認でございますとか、行政からど

ういった支援を行うか、していくかといったような手順の確認、この４点を重点項目と設

定して訓練を行ったところでございます。 

 訓練当日はいずれも天候に恵まれ、予定していた訓練は滞りなく実施できました。いず

れの項目につきましても、訓練に参加していただいた住民の方や防災機関のアンケートで

は、混乱などもなく円滑に実施できたとの意見が多数を占めたところでございます。また、

広報については、例年数多くある難しい用語に関する意見がなくなるなど、所期の目的が

達成できたというように考えております。一方で、訓練に参加していただいた方の御回答

では、原子力に対する理解が進んだという方が約９割もおられました。こうしたことから、

いかに多くの住民の方に訓練に参加していただくか、今後、工夫が必要であると感じたと

ころでございます。 

 以上、簡単ではございますが、今年度の主な取り組みについて御報告させていただきま

した。地域防災計画や避難計画などの防災対策の実効性向上に向けた取り組みは、これで

終わりということはございませんので、今後も引き続きまして国や関係自治体、あるいは

防災関係機関と連携しながら防災対策に取り組んでまいりたいと思っております。以上で

ございます。 

○伊藤ＧＬ 済みません。こちらから一方的な話になってしまいましたが、御質問等があ
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りましたら、全体を通しても結構でございますので、お願いします。 

○吉川顧問 島根県の緊急時モニタリング計画の策定の中で、災害時の緊急時モニタリン

グは国が統括するということで、島根県にもそういう計画があって、それを国の要領に沿

って新たに策定したということで、モニタリング体制が１のところで、体制を国の体制に

見合わせて見直しいうことですが、別紙のとおりと書いてある、この別紙はどれですか。 

○島田課長 次の……。 

○吉川顧問 これですか。 

○島田課長 はい。 

○吉川顧問 国のモニタリングセンターは各地域にあるのですか。 

○島田課長 国のモニタリングセンターは、施設敷地緊急事態になった段階でそれぞれの

県に設置されます。それまでの警戒事態のところで県の島根県モニタリング本部、警戒事

態の段階では島根県が行います。その後、国が設置されますので、そこに島根県の本部は

入っていきます。ですので、円滑に入っていけるように体制を組み直したというところで

ございまして、具体には各サイトにありますオフサイトセンターに緊急時モニタリングセ

ンターは多くの場合設置されますけども、島根県の場合は原子力環境センター、少しオフ

サイトセンターとは離れておりますけども、そちらのほうに緊急時モニタリングセンター

も設置する予定でおります。 

○杉本顧問 防災訓練について教えていただきたいのですが、これは参加された自治体の

方にとっては、あらかじめシナリオが決まっていて、何時何分こうなって、次はこうなる

とか、あるいはそうではなく、知らされない形でやるような、そういうことですか。 

○島田課長 １０月１８日に行いました訓練は、実動の部分がございますので、ある程度

住民の方にも参加していただきながらやっておりますので、ある程度シナリオをつくって

おきませんと、なかなか初めて参加される方もいらっしゃいますので、そういう形で実施

しております。ただ、それまでのところで可能な部分はブラインドでやって、図上演習で

ございますとかそういったやり方でやっております。例えば、当日も会議の席上での発話

はそれぞれ担当者が考えるといったように、ある意味参加者が考えないとなかなか答える

ことができないという方法で、事務局側が全てシナリオをつくって、それを読み上げるよ

うなことは、できるだけ避けるようにしております。 

○杉本顧問 これは２県６市等による訓練ということなのですけど、もちろん中国電力さ

んも参加したと思います。全体の参加者の規模がどれぐらいで、あとアンケートで９割の
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方が原子力への理解が進んだという話なのですけども、アンケートの回収率を教えていた

だきたい。 

○島田課長 済みません。回収率というところは持ち合わせておりませんけども、今年は

３，０００人ぐらい参加していただいております。中国電力さんも、従来からですけれど

も、スクリーニングなどについて社員の方に協力していただきながら、一緒になってやっ

ているところでございます。 

○伊藤ＧＬ では、時間を過ぎましたので、終了したいと思っています。 

 では最後に、大國部長から一言……。 

○小川副所長 １件訂正をさせてください。 

○伊藤ＧＬ そうですか。 

○小川副所長 申し訳ありません。先ほどの炉心損傷がないシナリオでの１Ｐｄ到達の一

番早い時間を２４時間という御説明をしましたが、もっと短いものがございまして、２０

時間というものがございます。炉心損傷なしで１Ｐｄに到達する場合ということで一番短

いものは２０時間でしたので、訂正させていただきます。申し訳ありません。 

○吉川顧問 この緊急時モニタリングセンターは、中国電力は関係ないのですか。 

○長谷川副本部長 当社は要員的な応援はいたしますけれども、運営は関係ございません。 

○吉川顧問 関係なくていいのですかね、敷地内は。 

○島田課長 中国電力さんからは緊急時１４人応援いただくような形にはなっております。 

○吉川顧問 敷地内で観測されているのですか。 

○長谷川副本部長 もちろんします。データもあります。 

○吉川顧問 、データは幾らかある。 

○長谷川副本部長 はい、もちろん。 

○島田課長 はい、データはいただきます。それ以外に人員として１４人御参加いただく

形でおります。県の段階では９５人体制で考えておりまして、大部分が県職員という体制

でございます。 

○伊藤ＧＬ 県では、警戒事態となった場合、必要に応じて対策本部を設置し体制を強化

して情報収集します。各プラントの関係の情報、モニタリングポストも含めてしっかり情

報がとれるようにし、災害対応の準備を行う段階ということで、しっかり連携してやって

いこうと考えております。 

○吉川顧問 オフサイトセンターへの連絡はどうなりますか。先ほどは、別の原子力環境
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センターとおっしゃっていましたよね、それとオフサイトセンターとは今後はどうなるの

ですか。連携はどうするのですか。 

○島田課長 特にモニタリング関係で言えば、当然、オフサイトセンターに放射線班が設

置されることになります。それで、少しでも意思疎通が円滑にできるように、来年度です

が、テレビ会議システムについては、今まで原子力環境センターには設置していなかった

のですけども、そういったものも整備するつもりでおります。 

 オフサイトセンターは、島根原発から約８キロぐらいの距離でございまして、一応そこ

のオフサイトセンターが使える間は、精いっぱいそこで作業していきます。もしそこが使

えなくなりますと、約２８キロぐらい離れたところに出雲合庁がございまして、そこで代

替オフサイトセンターを設置することにしております。いずれも放射線防護対策工事を実

施して、できるだけそこで頑張って作業はするというように考えております。 

○大國部長 先生方、どうもありがとうございました。 

 今日は御説明を聞いていただいたことについてだけではなくて、この会のあり方そのも

のという話とか、あるいは、さらには将来的な住民の方々にどういうふうに接するべきか

ということについてもいろいろと御示唆をいただいたというふうに非常に重く受けとめて

おりますので、今後、そのアドバイスを生かしてやっていきたいと思います。本当にあり

がとうございました。 

○伊藤ＧＬ では、以上をもちまして、会議を終わりたいと思います。 


